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第１章 基本的な考え方 

１ 計画策定の趣旨 

男女共同参画の推進は、女性が輝く場、活躍する場を拡大することで社会を支える力の

増大を図り、社会全体の発展にも深く寄与する取組であります。 

本市は、平成 10 年に「大船渡市女性行動計画」を策定した後、平成 14 年２月、男女共

同参画の実現を図ることを目的とした「大船渡市男女共同参画推進条例」を県内で初めて

制定するとともに、平成 15 年３月に「大船渡市男女共同参画行動計画」を策定しました。 

その後、第２次から第３次までの計画を経て、平成 30年３月には、令和４年度までを計

画期間とする「第４次大船渡市男女共同参画行動計画」を策定し、男女共同参画に係る各

般の取組を進めてきたほか、令和３年度から令和７年度までを計画期間とする「大船渡市

総合計画 2021前期基本計画」では、基本事業の一つに男女共同参画の促進を掲げ、女性の

活躍を促進する取組を推進してきました。 

これにより、男女共同参画サポーター※1 認定者の増加や、審議会・委員会などにおける

女性委員登用率の向上など、一定の成果を上げています。 

しかしながら、令和４年４月に実施した「男女共同参画社会に関する市民アンケート調

査」の結果によると、いまだに固定的な性別役割分担意識が根強く残っており、本市にお

ける各般の施策・方針決定過程を始め、多様な市民活動を展開する上で、女性の参画が十

分に図られていない状況にあることなどが見て取れるほか、少子高齢化の進行や雇用形態

の多様化、ＳＤＧｓ※２（持続可能な開発目標）の目指すべきゴールの一つに「ジェンダー平

等※３・４」が掲げられるなど、社会経済情勢の変化に伴う諸課題への対応が求められています。 

また、国の第５次男女共同参画基本計画で成果目標の一つとしている、10～20代女性の

人口に対する転出超過者数の割合を、国が公表する「住民基本台帳人口移動報告」に基づ

き算出すると、本市の数値は 6.33％で、国（1.07％）や県（2.16％）の数値よりも高い状

態であり、人口減少が加速化する一因と考えられます。 

 こうしたことから、国の「第５次男女共同参画基本計画」及び岩手県の「いわて男女共

同参画プラン」との整合を図りながら、本市におけるこれまでの男女共同参画の取組の成

果と課題を踏まえ、より一層推進するため、ここに「第５次大船渡市男女共同参画行動計

画」を策定します。 

【国・県・市の男女共同参画関連法令及び計画】※計画は最新版のみ掲載 

 

 

 

 

 

 

  

男女共同参画社会基本法 第５次男女共同参画基本計画（令和２年 12 月策定） 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法） 

岩手県男女共同参画推進条例 いわて男女共同参画プラン（令和３年３月策定） 

大船渡市男女共同参画推進条例 第４次大船渡市男女共同参画行動計画(平成30年３月策定) 

国 

県 
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２ 計画の位置付け 

(1) この計画は、男女共同参画社会基本法及び大船渡市男女共同参画推進条例に基づき、

同条例第３条に掲げる五つの基本理念の下、本市における男女共同参画社会の実現のた

めの課題と施策の方向を明らかにするものとして策定します。 

＜五つの基本理念＞ 

・男女の人権の尊重 

・社会の制度や慣行についての配慮 

・政策や方針の立案及び決定への参画機会の確保 

・家庭生活と職業生活などの社会活動との両立 

・国際的な理解と協調 

 

(2) この計画は、本市の最上位計画である「大船渡市総合計画 2021」を始め、各種計画と

の整合を図りながら、関連する施策を体系化した、男女共同参画に係る行政運営の基本

指針となるものです。 

(3) この計画は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（以下「女性活躍推

進法」という。）第６条第２項で規定する「市町村推進計画」に位置付け、一体的に施策

の推進を図るものです。 

(4) この計画は、ＳＤＧｓ※２（持続可能な開発目標）で掲げる、「５ジェンダー平等※３・４と

女性・女児のエンパワーメント※５」の達成に貢献するとともに、男女共同参画の取組が、

あらゆる差別や不平等感の解消、ワーク・ライフ・バランス※６の改善など、17 の全ての

ゴールの達成に必要な要素であることを強く意識して策定します。 

 

【ＳＤＧｓが目指す 17のゴール】 
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３ 計画期間 

計画の期間は、令和５年度から令和９年度までの５年間とします。 

なお、社会情勢や法制度の変更、計画の進捗状況、国・県の動向などを見据えながら、必

要に応じて事業（取組）内容や目標指標などの見直しを行います。 

 

４ 計画の推進と進捗管理 

(1) 計画の推進 

この計画の推進に当たっては、性別にとらわれない広範な市民の理解と参画はもとよ

り、事業者や各種機関・団体との一体的な取組が必要であることから、大船渡市男女共

同参画審議会などを通じて市民の意向を随時把握するとともに、参画の輪を広げながら、

男女共同参画社会の実現に向けて取り組みます。 

 

(2) 計画の進捗管理 

毎年度、大船渡市男女共同参画審議会※７及び大船渡市男女共同参画室幹事会※８におい

て、計画の進捗状況や目標指標の達成度などについて評価・検証を行いながら、より実

効性のある取組を展開します。 

また、それらの評価や検証結果などについて、市の広報紙やホームページを通じて公

表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進捗状況 

検証結果 

 

大船渡市 

男女共同参画審議会 

 

・計画の進捗状況、 

目標指標の達成度 

に係る外部評価 

市民 

事業者 

機関・団体 

調査 

審議 

連携 
市 長 

関係各課 

・具体的取組の実施 

大船渡市 

男女共同参画室幹事会 

・庁内における計画の 

進捗管理 

公表 
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第２章 現状と課題 

１ 第４次大船渡市男女共同参画行動計画の検証 

第４次大船渡市男女共同参画行動計画（平成 30年度～令和４年度）では、 

(1) 一人ひとりが尊重されるまち 

(2) 男女がともに参画し合うまち 

(3) 男女がともに支え合うまち 

(4) みんなが健康で安心して暮らせるまち 

の四つの基本目標を掲げ、各種の取組を推進してきました。 

 

  これまでの取組や、令和４年４月に実施した「男女共同参画社会に関する市民アンケー

ト調査」（以下「市民アンケート調査」という。）と、「男女共同参画社会に関する事業者ア

ンケート調査」（以下「事業者アンケート調査」という。）の結果、さらには、目標指標の達

成状況などを基に、基本目標ごとに第４次大船渡市男女共同参画行動計画の結果について

検証しました。 

 

 

 (1) 基本目標１ 「一人ひとりが尊重されるまち」 

 【主な取組】 

① 毎年度、男女共同参画図書展による啓発活動や、男性の家事・育児への参画拡大を

促す講座を開催したほか、令和３年度には、市職員を対象に、多様な性（ＬＧＢＴＱ＋※９）

をテーマとした講座を開催しました。 

② 令和３年度に、市内の商業施設や高等学校（２校）において、男女共同参画に関す

るパネル展を実施しました。しかし、一方では新型コロナウイルス感染症の拡大防止

のため、縮小や中止を余儀なくされた取組もありました。 

③ 児童・生徒の年代から男女平等意識を醸成するため、令和２年度に市内小中学校へ

の男女混合名簿の導入を完了しました。 

④ 市の広報紙に、男女共同参画「いきいき通信」（年２回）や各種制度の周知記事を掲

載したほか、市内女性団体や商工会議所へ男女共同参画に関する研修会やセミナー、

イベントなどの情報を提供するとともに、市ホームページで周知しました。 
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【目標指標の検証】 

№     目標指標 
令和４年度 

目標値 

第４次計画 

策定時 

【H29年度】 

（達成率） 

直近値 

【R3年度】 

（達成率） 

増 減 

(達成率増減) 
備 考 

1 

「男女共同参画社会」と

いう言葉を知っている人

の割合 

100.0％ 
86.1％ 

(86.1％) 

86.8％ 

(86.8％) 

0.7 ﾎﾟｲﾝﾄ増 

(0.7 ﾎﾟｲﾝﾄ増) 

市民アンケート

調査 

2 

「性別による違いが個性

や能力を発揮する上で制

約になっていない」と答

えた市民の割合 

50.0％ 
35.2％ 

(70.4％) 

45.1％ 

(90.2％) 

9.9 ﾎﾟｲﾝﾄ増 

(19.8 ﾎﾟｲﾝﾄ増) 
市民意識調査 

3 

社会通念・慣習・しきたり

において男女の地位が不

平等と感じている人の割

合 

60.0％以下 
73.7％ 

(81.4％) 

73.7％ 

(81.4％) 

増減なし 

(増減なし) 

市民アンケート

調査 

  ① 目標指標 No.１と No.２は、目標値には届いていないものの、実績値が向上しており、

取組の成果が一定程度表れています。 

② 市民アンケート調査によると、「社会通念・慣習・しきたりにおいて男女の地位が不

平等と感じている人の割合」は、第４次計画策定時からの変化がなく、７割以上と高

い状態であることから、今なお固定的な性別役割分担意識が根強く残っていると考え

られます。 

 

【今後の課題】 

① 「社会通念・慣習・しきたり」において、男女の不平等感が色濃く残る社会実態は、

誰もが自分らしく生きられるという、男女共同参画社会が求める姿とかけ離れている

ことから、固定的な性別役割分担意識の払拭に向け、広報・周知や意識啓発の在り方

を更に改善・工夫し、理解を促進する必要があります。 

 

 

 (2) 基本目標２ 「男女がともに参画し合うまち」 

 【主な取組】 

① 大船渡市消防委員会において、消防団経験者にとらわれず、令和２年度から新たに

女性消防委員を登用しました。 

② 男女共同参画サポーター※1 を養成するため、研修会場までの旅費を支給するなどし

ました。 
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③ 男女共同参画サポーター※1 認定者は、大船渡市行政改革懇談会を始めとする各種審

議会や委員会の委員に登用され、意見や提言を行っているほか、子ども食堂の開設、

女性に対する暴力をなくすための講演会や街頭啓発などの活動を展開しました。 

④ 日頃市地区における、住民主体のより柔軟な地区運営を図る「ひころいち町まちづ

くり推進委員会」の設立に当たり、最高決定機関である総会の構成員に各地域の女性

部長を加えることを助言するなど、女性の参画と意見反映を拡大する取組を支援しま

した。 

⑤ 市内各地区の協働のまちづくりの取組について、地区振興策を話し合うための住民

ワークショップなどに、女性の参加や意見を得られるような方法や工夫について、大

船渡市市民活動支援センターと連携して助言などを行いました。 

 

【目標指標の検証】 

№     目標指標 
令和４年度 

目標値 

第４次計画 

策定時 

【H29年度】 

（達成率） 

直近値 

【R3年度】 

（達成率） 

増減 

(達成率増減) 
備考 

1 
審議会、委員会などにお

ける女性委員登用率 
40.0％ 

32.9％ 

(82.3％) 

35.0％ 

(87.5％) 

2.1 ﾎﾟｲﾝﾄ増 

(5.2 ﾎﾟｲﾝﾄ増) 
男女共同参画室 

2 
男女共同参画サポーター
※1

認定者数 
33人 

23人 

(69.7％) 

37人 

(112.1％) 

14人増 

(42.4 ﾎﾟｲﾝﾄ増) 

○目標達成 

男女共同参画室 

3 

「生涯学習に関する情報

が十分提供されている」

と答えた市民の割合 

45.0％ 
19.0％ 

(42.2％) 

22.0％ 

(48.9％) 

3.0 ﾎﾟｲﾝﾄ増 

(6.7 ﾎﾟｲﾝﾄ増) 
市民意識調査 

4 

「市民主体のまちづくり

活動が活発である」と答

えた市民の割合 

40.0％ 
17.8％ 

(44.5％) 

28.7％ 

(71.8％) 

10.9 ﾎﾟｲﾝﾄ増 

(27.3 ﾎﾟｲﾝﾄ増) 
市民意識調査 

① 「男女共同参画サポーター※1認定者数」が令和３年度に 37人となり、目標値（33人）

を達成しましたが、その９割が女性となっており、男性のサポーター認定者が少ない

状況にあります。 

② 市民意識調査によると、『「市民主体のまちづくり活動が活発である」と答えた市民

の割合』が 10.9ポイント増加していますが、大船渡市市民活動支援センターによる地

区・地域への中間支援が多様な住民層による議論の場を創出し、住民主体の活動を促

進したことなどが背景として考えられます。 
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【今後の課題】 

① 本市の施策・方針決定の場を始め、地区・地域づくり活動や多様な市民活動など、

社会の様々な場面における女性の参画が、男性と同等であるとまでは言えない状況に

あることから、中心的な役割を担う人材の育成などを推進するとともに、女性の社会

参画への意識及び能力の向上に資する取組が必要です。 

② 男女共同参画サポーター※1 認定者は、県のサポーター養成講座を通して男女共同参

画に係る豊富な知識とスキルを習得していますが、より多様な場面で活動したいとの

声が寄せられていることから、男女共同参画サポーター※1 認定者が活躍できる場を拡

大が必要であるとともに、男性の男女共同参画意識を醸成するため、男性のサポータ

ー認定者の増加に向けた取組が必要です。 

③ 『「市民主体のまちづくり活動が活発である」と答えた市民の割合』が３割未満であ

り、市民活動の活性化を図る余地があると考えられることから、大船渡市市民活動支

援センターと連携し、市民活動団体やＮＰＯ法人、地区・地域などによる男女共同参

画の推進に資する自主的な活動を誘発するための取組が必要です。 

 

 

 (3) 基本目標３ 「男女がともに支え合うまち」 

【主な取組】 

  ① 男性の積極的な家事、育児、介護などへの参加促進や、ワーク・ライフ・バランス※６

に関する意識啓発のため、毎年度開催している男女共同参画関連図書展において啓発

パネルや関連図書などを展示したほか、令和３年度には市内商業施設において、男女

共同参画関連パネル展を開催し、啓発パネルに加えて関連リーフレットを展示しまし

た。 

  ② 大船渡市議会において、令和２年度に会議などへの欠席事由として育児、看護、介

護などを明文化するとともに、出産時の産前・産後期間に配慮するため、大船渡市議

会会議規則の一部改正を行いました。 

  ③ 大船渡市農業委員会が、農業委員、農地利用最適化推進委員の女性比率を３割に拡

大するとともに、女性委員が中心となった遊休農地解消活動の取組などが高く評価さ

れ、令和元年度に農山漁村女性活躍表彰（女性登用・組織参画部門）で農林水産大臣賞

を受賞しました。 

  ④ 女性等就業相談員を配置し、女性の就業支援や職場問題の相談に応じました。 
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【目標指標の検証】 

№     目標指標 
令和４年度 

目標値 

第４次計画 

策定時 

【H29年度】 

（達成率） 

直近値 

【R3年度】 

（達成率） 

増減 

(達成率増減) 
備考 

1 家族経営協定締結数 21件 
16件 

(76.2％) 

17件 

(81.0％) 

１件増 

(4.8 ﾎﾟｲﾝﾄ増) 

男女共同参画室 

業務取得 

2 

家族で農林漁業、商工自

営業に従事している方の

経営方針、作業内容、収益

の配分など、事業経営に

ついて「家族で話し合っ

て決めている」と答えた

市民の割合 

50.0％ 
28.4％ 

(56.8％) 

59.8％ 

(119.6％) 

31.4 ﾎﾟｲﾝﾄ増 

(62.8 ﾎﾟｲﾝﾄ増) 

○目標達成 

市民アンケート

調査 

3 
職場において男女が平等

と感じている人の割合 
30.0％ 

20.5％ 

(68.3％) 

25.0％ 

(83.3％) 

4.5 ﾎﾟｲﾝﾄ増 

(15.0 ﾎﾟｲﾝﾄ増) 

市民アンケート

調査 

4 

「ワーク・ライフ・バラン

ス
※６

」の内容を知ってい

る人の割合 

60.0％ 
43.9％ 

(73.2％) 

44.5％ 

(74.2％) 

0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ増 

(1.0 ﾎﾟｲﾝﾄ増) 

市民アンケート

調査 

5 

「仕事と子育てが両立で

きる環境にある」と答え

た市民の割合 

50.0％ 
29.4％ 

(58.8％) 

29.4％ 

(58.8％) 

増減なし 

(増減なし) 
市民意識調査 

6 

「介護や福祉のサービス

が充実している」と答え

た市民の割合 

50.0％ 
30.4％ 

(60.8％) 

36.1％ 

(72.2％) 

5.7 ﾎﾟｲﾝﾄ増 

(11.4 ﾎﾟｲﾝﾄ増) 
市民意識調査 

① 市民アンケート調査によると、「職場において男女が平等と感じている人の割合」が

前回調査より増加したものの、回答者の４分の１にとどまっている状況です。 

② 市民アンケート調査において、『「ワーク・ライフ・バランス※６」の内容を知っている

人の割合』が半数以下となっていること、市民意識調査において、『「仕事と子育てが

両立できる環境にある」と答えた市民の割合』が３割弱と低い状態であり、実現に至

っている人は限られている状況です。 

【今後の課題】 

① 目標指標の検証①の状況から、性別による仕事の内容や待遇の格差が依然として存

在すると考えられ、その改善について事業者に働きかける必要があります。 
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② 社会的にワーク・ライフ・バランス※６が注目され、重要視されているにもかかわら

ず、関連する目標指標の実績値が低くなっているのは、主に意識啓発レベルの取組に

とどまり、具体的な実践を促すには至っていないと考えられることから、ワーク・ラ

イフ・バランスの改善につながるよう具体的な動きを分かりやすく示すことが必要で

す。 

③ ワーク・ライフ・バランス※６の改善に向けた取組を加速するため、育児休業を取得

しやすい職場環境の整備や業務改善の取組など、事業者に対する働きかけを強化する

必要があります。 

④ 職場環境の改善に加え、育児の負担軽減や、子育てへの男性参画の拡大など、家庭

生活の面でもワーク・ライフ・バランス※６の改善に資する取組が必要です。 

 

 

 (4) 基本目標４ みんなが健康で安心して暮らせるまち 

【主な取組】 

① 令和２年度に産前・産後サポート事業及び産後ケア事業を開始したほか、母子健康

手帳交付や妊婦の転入の際などに面接を行い、出産に係るリスクなどの状況を確認す

るなど、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を実施しました。 

② 令和３年度に子育て支援アプリを導入し、保護者に対して子育て世代包括支援セン

ター※10のサービスのほか、適時適切な子どもの健診などに関する情報を発信しました。 

③ 毎年度、婦人相談員を設置して、離婚や生活困窮、ＤＶ※11などの多様な相談に法テ

ラスなどの関係機関と連携しながら応じました。平成 30年度から令和３年度にかけて

の婦人相談件数は 293件で、うち 69件（23.5％）がＤＶに係る相談となっており、そ

の多くが夫婦間で発生しています。 

④ 令和３年度から、生理の貧困※12に悩む女性に対して、生理用品を配布しました。 

⑤ 毎年度、市広報紙や市ホームページに、配偶者暴力相談支援センターや、性犯罪・

性暴力被害者のためのワンストップ支援センターなどの全国共通ナビダイヤルの記事

を掲載しました。 

⑥ 市の公共施設などへＤＶ※11 相談窓口カードを配架したほか、「女性に対する暴力を

なくす運動」に係る街頭啓発を支援しました。 
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【目標指標の検証】 

№     目標指標 
令和４年度 

目標値 

第４次計画 

策定時 

【H29年度】 

（達成率） 

直近値 

【R3年度】 

（達成率） 

増減 

(達成率増減) 
備考 

1 
妊娠 11週(３か月)以内で

の妊娠届出率 
100.0％ 

95.7％ 

(95.7％) 

91.3％ 

(91.3％) 

4.4 ﾎﾟｲﾝﾄ減 

(4.4 ﾎﾟｲﾝﾄ減) 

男女共同参画室 

業務取得 

2 市の健康診査の受診率 60.0％ 
35.3％ 

(58.8％) 

37.0％ 

(61.7％) 

1.7 ﾎﾟｲﾝﾄ増 

(2.9 ﾎﾟｲﾝﾄ増) 

男女共同参画室 

業務取得 

3 

ＤＶ
※11

防止法（配偶者か

らの暴力の防止及び被害

者の保護等に関する法

律）の名称または内容を

知っている人の割合 

90.0％ 
83.9％ 

(93.2％) 

92.3％ 

(102.6％) 

8.4 ﾎﾟｲﾝﾄ増 

(9.4 ﾎﾟｲﾝﾄ増) 

○目標達成 

市民アンケート

調査 

4 

「ＤＶ
※11

被害などにつ

いて相談窓口があること

を知っている」と答えた

市民の割合 

50.0％ 
28.4％ 

(56.8％) 

32.5％ 

(65.0％) 

 4.1 ﾎﾟｲﾝﾄ増 

(8.2 ﾎﾟｲﾝﾄ増) 
市民意識調査 

① ＤＶ※11に係る二つの目標指標のうち、No.３は目標値を達成したものの、No.４は目

標値に届かず、相談窓口の認識は約３割にとどまっています。 

 

【今後の課題】 

  ① 婦人相談の対応内容を見ると、今なお、ＤＶ※11被害や貧困の問題を抱えた弱い立場

にある女性がいることから、引き続き暴力や生活困窮の解消に向けた取組が必要です。 

  ② ＤＶ※11 被害などについての相談窓口を認識している人の割合が低い状況で推移し

ていることから、より効果的な周知方法の検討に加え、若年層からデートＤＶ※11 や、

どのような内容がＤＶやハラスメント※13に当たるのかなどの周知を強化し、加害者に

も被害者にもならない意識の定着を進める必要があります。 
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２ 男女共同参画社会に関する市民アンケート及び事業者アンケート調査などの検証 

(1)市民アンケート調査の検証 

① 男女共同参画に係る用語の認知度（附属資料：40ページ参照） 

・男女共同参画に関係する言葉や制度の認知度は、おおむね向上しているものの、女

性よりも男性の認知度が低い項目があります。 

 

② 男女の地位の平等感（附属資料：40ページ参照） 

・教育の場以外は、性別や年代にかかわらず、依然として「男性が優遇されている」と

答えた人の割合が高い状況です。また、男性より女性がより高くなっています。 

・「男性が優遇されている」と答えた人の割合が最も高い分野は、「社会通念・慣習・し

きたりなど」で、前回調査から変化がありませんでした。 

・男女があらゆる分野でもっと平等になるためには、「性別による偏見や固定的な社会

通念、慣習、しきたりを改める」ことが重要であると回答した人の割合が、性別や年

代にかかわらず高くなっています。 

 

③ 家庭生活（附属資料：45ページ参照） 

・男性は、「男性が優遇されている」と回答した割合が３～５割となっており、「平等」

と回答した割合が約３割となっています。一方、女性は、「男性が優遇されている」と

回答した割合が６～７割となっており、女性の不平等感が高くなっています。 

・「男性が優遇されている」と答えた女性の割合が最も高いのは「既婚女性」、「平等」と

答えた男性の割合が最も高いのは「既婚男性」となっており、配偶者がいる場合に男

女差が大きくなっています。 

・家事・育児・介護の分担状況をみると、「主に女性（男性が一部分担を含む）」と回答

した人の割合が高く、「同程度分担」と回答した人の割合は２割に満たない状況です。 

・男女があらゆる分野でもっと平等になるために重要なものとして、全体では「性別に

よる偏見や固定的な社会通念、慣習、しきたりを改める」、「家事、子育て、介護など

の社会的評価を高める」と回答した人の割合が高く、20～30代の女性で見ると、「男

性が家事などに参加することに対する男性自身の抵抗感をなくす」が、上位に入って

います。 

 

④ 性別による固定的な役割分担意識（附属資料：47ページ参照） 

・「男の子は男らしく、女の子は女らしく育てるのが良い」という考え方について、女

性より男性のほうが肯定的な回答をした割合が高くなっており、男性側に性別による

固定的な役割分担意識が強く表れています。 

・固定的な役割分担意識は、性別にかかわらず、年代が上がるにつれて高くなる傾向に

あります。 



 
第２章 現状と課題 

15 

⑤ 職場（附属資料：48ページ参照） 

・性別にかかわらず、回答者の約７割が子どもができても働き続けることを望んでいま

す。 

・男女の雇用形態については、男性は正規雇用率が高く、女性は非正規雇用率が高くな

っています。なお、この傾向は、事業者アンケート調査及び令和２年国勢調査におい

ても同様の結果です。 

・職場における男女の平等感について、女性の雇用形態（正規・非正規）による違いは

ありませんでした。 

・性別による仕事の内容や待遇の格差について、「昇進・昇格」、「配置場所」、「賃金」、

「女性を幹部職員に登用しない」と答えた人の割合が高くなっています。 

 

  ⑥ ワーク・ライフ・バランス※６（附属資料：49ページ参照） 

・ワーク・ライフ・バランス※６の現状については、性別や年代にかかわらず「仕事優先」

と答えた人の割合が高い傾向がありますが、男性は年代の上昇とともに「仕事優先」

の割合が増加するのに対し、女性は、40代で「仕事優先」、「両立」、「家庭・社会活動

優先」が、ほぼ同程度となっています。 

・ワーク・ライフ・バランス※６の望ましい形については、若年層ほど「仕事と家庭・社

会活動の両立」または「家庭・社会活動を優先」と答えた割合が高くなっています。 

・仕事と家庭・社会活動を両立するために必要だと思うことについては、男女ともに「育

児休業・介護休業制度を利用しやすい職場環境整備」、「金銭面での支援の充実」、「退

職した職員の復職、再就職が可能となる制度の導入」、「保育・介護サービスの充実」

と答えた人の割合が高く、男性は「労働条件面での男女格差の解消」、女性は「固定

的な性別役割分担意識の解消」と答えた人の割合が高くなっています。 

・市民アンケート調査の自由記載において、「昇任が先行され、家庭での男女平等の考

えが遅れている」、「育休時の支援の厚さに不足を感じる」、「経済的な面で男性が育休

を取りにくい」、「個々の事情に合わせた柔軟な働き方ができる仕組みづくりが必要」

など、20～30代の女性からワーク・ライフ・バランス※６に関する意見・要望が多く寄

せられています。 

 

⑦ ＤＶ※11・性的少数者※14（附属資料：52ページ参照） 

  ・前回調査と比較すると、「暴力を受けたことがある」と答えた人の割合は 10.7％から

8.4％に、「身近に暴力を受けた人がいる」と答えた人の割合は 12.4％から 10.1％に

減少していますが、件数をみると「暴力を受けたことがある」と答えた人が 54 人、

「身近に暴力を受けた人がいる」と答えた人が 65 人となっており、性別にかかわら

ず暴力による被害を受けている人が少なくないことから、引き続き暴力の解消に向け

た取組が必要です。 
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・ＤＶ※11被害を受けた人の相談先としては、家族（24.1％）、友人・知人（22.8％）が

多くなっていますが、一方で約３割の人が誰にも（どこにも）相談しておらず、その

理由として、「自分さえ我慢すれば良い」、「相談しても無駄だと思ったから」と答え

た人の割合が高くなっています。 

・性的少数者※14（セクシュアル・マイノリティ）に属する人が、一定数います。 

 

(2) 事業者アンケート調査の検証 

① 事業者における男女の優遇・平等感（附属資料：54ページ参照） 

・「賃金」、「募集や採用」、「昇進」の項目を中心に男性を優遇していると回答した事業

者が一定数あり、従業員側（市民アンケート調査）の結果との共通点が見られました。 

 

  ② 女性の管理職登用（附属資料：54ページ参照） 

・約６割の事業者が、女性を管理職に登用していません。 

・女性の管理職が少ない理由について、「女性自身が、管理職になることを望んでいな

いことが多い」と答えた事業者の割合が最も高くなっています。一方、市民アンケー

ト調査においては、「性別による仕事の内容や待遇の格差」について、「女性が昇進、

昇格しづらい」、「女性を幹部職員に登用しない」と答えた人の割合が高く、事業者と

従業員の認識に相違があります。 

 

③ 女性の活躍推進（附属資料：54ページ参照） 

・約７割の事業者が、結婚・出産にかかわらず、女性従業員が働き続けることを望んで

います。 

・女性の活躍推進に向けた課題点として、「担当できる仕事が限られている」のほか、

「家庭生活との両立が難しい」、「出産や育児で長期休業したときの代行要員の確保が

困難」と答えた事業者の割合が高くなっています。 

 

④ 育児・介護休業（附属資料：55ページ参照） 

・育児や介護を理由として退職する女性従業員がいるのに対し、男性従業員の退職者は

いません。 

・育児休業の取得人数・取得期間について、女性従業員と男性従業員の間に大きな隔た

りがあります。 

・回答事業者の約半数が、育児や介護を行う従業員への支援を行っていない状況です。 

・回答事業者の約７割が、男性の育児休業取得促進に関する取組を行っていない状況で 

す。 

・事業者における育児・介護休業制度活用の課題については、「代行要員の確保及び費

用」と「周囲の従業員の業務負担増」の回答割合が高くなっています。 

 



 
第２章 現状と課題 

17 

⑤ ワーク・ライフ・バランス※６（附属資料：57ページ参照） 

   ・仕事と家庭・社会活動の両立を可能とするために必要だと思うことについて、「職場

への復職制度」、「保育・介護サービスの充実」、「男性の家事、育児、介護への参画促

進」を重視しており、市民アンケートとの共通点があります。 

   ・働き方改革のための取組については、「残業時間の削減」、「有給休暇取得の促進」、「業 

務の見直し・効率化の促進」の回答割合が高くなっています。 

 

(3) 関係資料の検証（附属資料：58ページ参照） 

・本市の 10～20代の人口に対する転出超過者数の割合は、男性 2.45％、女性 6.33％

と、性別により 2.5倍の差が生じており、人口減少・少子高齢化に大きな影響を与え

ていると考えられます。 

・人口の社会減と女性の定着に関する意識調査(公益財団法人東北活性化研究センター)

によると、若い世代の女性が地方から転出する理由として、希望する仕事の有無のほ

かに、地方に残る性別による役割分担意識が挙げられています。 

・このことから、性別による役割分担意識を払拭する男女共同参画の取組の推進は、人

口減少・少子高齢化に歯止めをかける施策の一つであると言えます。 
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３ 第４次計画、男女共同参画社会に関するアンケート調査などの検証（総括）と 

顕在化した課題 

(1) 第４次計画の推進により、全 17項目の目標指標中、14項目において向上・改善が見

られ、「男女共同参画サポーター※1 認定者数」、『家族で農林漁業、商工自営業に従事し

ている方の経営方針、作業内容、収益の配分など、事業経営について「家族で話し合っ

て決めている」と答えた市民の割合』、「ＤＶ※11 防止法の名称または内容を知っている

人の割合」の３項目において、目標値を達成しました。 

 

(2) 「社会通念・慣習・しきたりにおいて男女の地位が不平等と感じている人の割合」が、

第４次計画策定時からの変化がなく高いことに加え、性別や年代にかかわらず、「男性

が優遇されている」と答えた人の割合も高い状態であることから、女性の活躍機会が比

較的限定され、結果として社会的な損失を生んでいるのではないかと考えます。 

 

(3) 本市においても、性的少数者※14（セクシュアル・マイノリティ）に属する人が一定数

いることが明らかになりました。 

 

(4) 仕事と家庭生活を見直し、ワーク・ライフ・バランス※６を改善することは、女性のみ

ならず、男性を含む多くの人にとっても暮らしやすい・働きやすい環境につながります

が、家庭生活における家事・育児・介護は、性別による無意識の偏見（アンコンシャス・

バイアス）や固定的な社会通念により、今なお女性の負担比率が高くなっています。 

 

(5) ＤＶ※11 被害や、生理の貧困※12 などの問題を抱えている弱い立場にある女性が一定数

います。 

 

(6) 「仕事と子育てが両立できる環境にある」と答えた市民の割合（29.4％、前掲「市民

意識調査結果」）は、第４次計画策定時からの変化がなく、性別や年代にかかわらず、

理想と現実の生活に相違が生じている状態です。 

 

(7) 市民アンケート調査で、「男女共同参画社会」という言葉を知っている人の割合や、

「ワーク・ライフ・バランス※６」の内容を知っている人の割合が１％未満の伸び率であ

り、市民意識調査で、「生涯学習に関する情報が十分提供されている」の割合についても

全体の約２割にとどまっています。 

また、「市の健康診査の受診率」の達成率が低く、さらには、市民アンケート調査にお

いて「どのような取組を行っているのか分からない」などといった意識啓発に係る意見

が多く寄せられています。 
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(8) (1)から(7)までの状況を踏まえ、今後の男女共同参画の推進に当たっては、 

 

・社会通念・慣習・しきたりなどに残る、性別による固定的な役割分担意識の払拭 

・多様な性的指向・性自認への理解促進 

・家事・育児・介護に係る家庭における女性の負担の軽減 

・ＤＶ※11や生活困窮などの課題を抱える対象者への支援強化 

・ワーク・ライフ・バランス※６の改善 

・働きやすい職場環境づくり 

 

が課題であり、意識啓発事業との連動などにより、各種の取組を効果的に進める必要

があります。 

 



 
第３章 計画の内容 

20 

第３章 計画の内容 

１ 目指すまちの姿 

男女共同参画社会の実現は、性別や年齢などにかかわらず、誰もが自分らしく活躍でき

る社会であるとともに、そのような「まち」は誰もが暮らしやすい「まち」であるといえま

す。 

このため、第５次大船渡市男女共同参画行動計画で目指すまちの姿を、次のとおりとし

ます。 

誰もが自分らしさを互いに認め合い、暮らし続けたいまち大船渡 

また、今後の男女共同参画の推進に当たっては、第４次計画などの検証結果で顕在化し

た前述の重要な課題の解決に向け、大船渡市男女共同参画推進条例に掲げる基本理念の下、

地域社会、家庭、職場の三つの側面から次の三つの基本目標を設定することとし、それぞ

れの目標達成に必要な取組を重点的に展開していきます。 

基本目標１ 自分らしさが輝く地域社会の形成 

基本目標２ ともに支え合う家庭生活の実現 

基本目標３ 安心して働ける魅力ある職場環境づくり 

２ 施策体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【
目
指
す
ま
ち
の
姿
】 

誰
も
が
自
分
ら
し
さ
を
互
い
に
認
め
合
い
、
暮
ら
し
続
け
た
い
ま
ち
大
船
渡 

１ 自分らしさが輝く地域社会の 

形成 

２ ともに支え合う家庭生活の実現 

(2)（仮称）「男女共同市民会議」の開催と男女共同参画

サポーターの養成 

(5)女性活躍に向けた取組を市が率先して推進 

(1)地区と行政の協働のまちづくりと連動した女性や 

若者の意思決定過程及び実践活動への参画拡大 

３ 安心して働ける魅力ある職場 

環境づくり 

【女性活躍推進法に基づく推進計画】 

(3)多様な性の在り方に対する理解促進 

(2)利用しやすい保育・介護サービスを目指した環境 

整備 

(3)ＤＶや生活困窮などの課題を抱える対象者への

支援と相談窓口などの周知強化 

(4)育児・介護と仕事を両立できる職場環境づくり 

(3)職場でのワーク・ライフ・バランスの改善 

(2)職業における女性の活躍支援 

(1)性別による仕事の内容や待遇の格差の解消 

基本目標 具体的取組 

(1)家事・育児・介護への男性の参画拡大と家庭生活

でのワーク・ライフ・バランスの改善 
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３ 基本目標ごとの施策の方向性と具体的取組 

 

基本目標１ 自分らしさが輝く地域社会の形成 

 

【施策の方向性】 

  社会通念・慣習・しきたりなどに残る性別による固定的な役割分担意識を払拭するため、

地区づくりや防災に関わる活動の場など、身近なコミュニティにおける女性活躍機会の創

出を促進するとともに、女性のみならず、男性も含めた意識啓発に取り組みます。 

また、性的少数者※14（セクシュアル・マイノリティ）を含め、市民の誰もが「生きにく

さ」を感じることがないよう、多様な性的指向・性自認への理解促進に取り組みます。 

 

【具体的取組】 

(1) 地区と行政の協働のまちづくりと連動した女性や若者の意思決定過程及び実践活動

への参画拡大 

地区・地域に残る性別による社会通念・慣習・しきたりを改めていくため、高齢者や

男性などが中心となって進められてきたコミュニティや防災対策などの意思決定過程、

活動などへの女性や若年層などの参画を促し、多様な生活者の意見を踏まえた地区・地

域活動を促進します。 

また、地区・地域で活躍する女性の育成を推進します。 

 

№ 
事業（取組）名 

【主管課】 
内 容 

年度別取組状況 

実施主体 
令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

令 和 

７年度 

令 和 

８年度 

令 和 

９年度 

１ 
協働推進事業 

【市民協働課】 

地区・地域に残る性別に

よる社会通念・慣習・しきた

りの改善を図るため、地区

運営組織の意思決定機関

（総会など）に、女性や若年

層を含む多様な住民の参画

を促進する。 

     

市 

市内各地区 

２ 

地区・地域の防

災活動への女性

参画促進 

【防災管理室】 

【消防署】 

東日本大震災の経験を生

かし、地区・地域の防災活動

に女性の意見を取り入れて

いくため、女性消防団員の

増員に加え、防災会議や自

主防災組織への女性の役員

登用や、防災訓練などの実

践活動への女性の参加を促

す。 

     

市 

消防団 

防災組織 

（地区計画の策定及び運営組織形成 

過程での参画促進） 

（地区運営組織における参画促進） 

（女性消防団員の増員） 

（防災組織などへの女性の役員登用） 

（自主防災実践活動への女性の参加） 
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№ 
事業（取組）名 

【主管課】 
内 容 

年度別取組状況 

実施主体 
令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

令 和 

７年度 

令 和 

８年度 

令 和 

９年度 

３ 

審議会・委員会

における女性委

員の登用推進 

【男女共同参画室】 

市政に女性の視点からの

意見を反映させるととも

に、意思決定過程への女性

参画を推進するため、各種

審議会・委員会に女性登用

を図る。 

     

市 

審議会･委員会 

４ 

地区・地域コミ

ュニティにおけ

るインターネッ

ト（ＳＮＳなど）

を活用した情報

交換の推進 

【中央公民館】 

【秘書広報課】 

性別や世代、障がいの有

無はもとより、時間や場所

にとらわれず、多様な市民

が身近な地区・地域コミュ

ニティにおいて情報の交

換・共有を行うためのツー

ルとして、ＳＮＳを始めと

するインターネットの活用

を促進するほか、そのため

のスキルアップの機会を確

保する。 

     

市 

市内各地区･地域 

５ 
市民活動支援事業 

【市民協働課】 

地域課題の解決や地域の

活性化に向けて、各種団体

が自主的に取り組むまちづ

くり活動、特に「ジェンダー

平等
※３・４

」などＳＤＧｓ
※２

の推進を始め、時代の変化

に即した活動を誘発するた

め、重点支援対象を明確に

するなどしながら、補助金

の交付を通じて支援する。 

     

市 

ＮＰＯ法人 

市民活動団体 

 

(2) （仮称）「男女共同市民会議」の開催と男女共同参画サポーターの養成 

女性関係団体や男女共同参画サポーター※1に加え、年代や性別にとらわれず、男女共

同参画について活発に話し合うことができる（仮称）「男女共同市民会議」を開催し、

男女共同参画に対する意識啓発を図ります。 

また、こうした話合いを通じて、参加者自らが男女共同参画に係る活動を実践する気

運を醸成し、新たな取組を誘発するほか、男女共同参画サポーター※1認定者の増加と活

躍する場の拡大を図ります。 

 

（審議会などへの女性の登用） 

（市民ＩＴ講座の開催などによる 

スキルアップ） 

（ＳＮＳなどの情報伝達ツールの 

活用拡大） 

（市民活動の活性化） 
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№ 
事業（取組）名 

【主管課】 
内 容 

年度別取組状況 

実施主体 
令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

令 和 

７年度 

令 和 

８年度 

令 和 

９年度 

１ 

（仮称）「男女共

同市民会議」の

開催 

【男女共同参画室】 

（仮称）「男女共同市民会

議」を開催し、参加者自らが

男女共同参画に係る活動を

実践する気運を醸成し、新

たな取組を誘発する。 

     

市 

男女共同参画サポーター 

ＮＰＯ法人 

関係団体 

市民など 

２ 

男女共同参画サ

ポーター
※1

養成

事業 

【男女共同参画室】 

岩手県が実施する男女共

同参画サポーター養成講座

について、女性はもとより、

男性や若年層の受講も強く

促しながら、サポーター認

定者の増加を図る。 

     

県 

市 

男女共同参画サポーター 

市民 

 

 

(3) 多様な性の在り方に対する理解促進 

性的少数者※14（セクシュアル・マイノリティ）に対する市民の理解促進を図り、本人

及びその関係者が適切な相談や支援を受けられるよう窓口を周知するとともに、先進事

例を参考としたパートナーシップ制度※15の導入などに係る検討を行います。 

 

№ 
事業（取組）名 

【主管課】 
内 容 

年度別取組状況 

実施主体 
令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

令 和 

７年度 

令 和 

８年度 

令 和 

９年度 

１ 

性的少数者
※ 14

に対する理解促

進 

【男女共同参画室】 

【市民環境課】 

性的少数者や、その関係

者が適切な相談や支援を受

けられるよう、人権擁護委

員による人権相談など国や

県が設置する専用窓口を積

極的に周知する。 

     

国 

県 

市 

人権擁護委員 

２ 

パートナーシッ

プ制度
※15

の導

入に係る検討 

【男女共同参画室】 

性的少数者
※14

に対する

市民の理解促進を図りつ

つ、先進事例などを参考と

したパートナーシップ制度

の導入などに係る検討を行

う。 

     

市 

関係機関 

 

（会議の開催） 

（多様な主体による 

新たな取組の開始） 

（意見・提言の具体化を 

会議参加者と共に検討） 

（サポーター養成講座の受講支援） 

（サポーターの活動周知） 

（男性や若年層の参加促進） 

（広報紙などを利用した周知） 

（男女共同参画パネル展などの開催） 

（人権相談の開催） 

（先進事例の情報収集・研究） 

（市民の理解促進） 

（制度内容や導入時期の 

具体的検討など） 
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№ 
事業（取組）名 

【主管課】 
内 容 

年度別取組状況 

実施主体 
令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

令 和 

７年度 

令 和 

８年度 

令 和 

９年度 

３ 

幼児・児童・生徒

の性に対する理

解促進と男女平

等教育の充実 

【子ども課】 

【学校教育課】 

保育・教育を行う中で、教

育目標に基づく男女平等の

概念や、学習指導要領に基

づく性に関する正しい知識

について、子どもの発達段

階に応じた分かりやすい指

導方法を検討しながら指導

に当たる。 

     

市 

幼稚園 

保育園 

こども園 

小中学校 

４ 
学校保健事業 

【学校教育課】 

早期から性の多様性や、

男女の違いなどへの理解を

深めるため、小中学校にお

いて、保健所などの関係機

関と連携しながら、思春期

保健出前講座などの講座を

開催する。 

     

市 

関係機関 

小中学校 

 

 

【目標指標】 

№ 指  標 
令和３年度 

【実績値】 

令和９年度 

目標値 
備  考 

１ 

「性別による役割分担意識（「男は仕事、

女は家庭」など）はない」と答えた市民の

割合 

42.8％ 50.0％ 
【総合計画指標】 

市民意識調査 

２ 各種審議会などにおける女性委員登用率 35.0％ 40.0％ 

【総合計画指標】 

男女共同参画室 

業務取得 

３ （仮称）「男女共同市民会議」の参加者数（累計） － 延べ 100 人 
男女共同参画室 

業務取得 

４ 男女共同参画サポーター※1の認定者数（累計） 37 人 57 人 
男女共同参画室 

業務取得 

５ 
「ＬＧＢＴ※９などの言葉の意味を知って

いる」と答えた市民の割合 
51.0％ 70.0％ 

男女共同参画室 

市民アンケート調査 

  

（発達段階に応じた指導） 

（関係機関と連携した講座の開催） 
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基本目標２ ともに支え合う家庭生活の実現 

 

【施策の方向性】 

家事・育児・介護は、「性別にかかわらず誰もが行うものである」との意識を醸成しなが

ら、ワーク・ライフ・バランス※６の改善に向け、家庭内での分担・協力を促す実践機会の拡

大に取り組みます。 

また、ＤＶ※11 による被害や生理の貧困※12 などの課題を抱える対象者への相談支援を行

います。 

 

【具体的取組】 

(1) 家事・育児・介護への男性の参画拡大と家庭生活でのワーク・ライフ・バランスの改善 

家事・育児・介護に携わることの重要性や価値に対する意識を広く高め、男性自身の

抵抗感をなくすため、若者や高齢者、既婚者などの多様な対象に対して、料理教室や介

護予防教室など、スキルの習得や動機付けのための機会を提供します。 

特に若い世代に対しては、仕事のみならず、家庭的なスキルを身に付け、実践するこ

とが、男女ともに「仕事と家庭・社会活動の両立」を成り立たせる上で有効である旨の

意識付けを行うなどしながら、効果的な取組を進めます。 

 

№ 
事業（取組）名 

【主管課】 
内 容 

年度別取組状況 

実施主体 
令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

令 和 

７年度 

令 和 

８年度 

令 和 

９年度 

１ 

パパママ教室開

催事業 

【健康推進課】 

これから子育てを行う若

い世代に、妊娠・出産・育児

に関する正しい知識を身に

付けてもらうとともに、男

女共同参画の視点に基づ

く、男性の家事や育児への

参画による分担・協力を促

進する。 

     

市 

２ 

父子
おやこ

の料理教室

開催事業 

【健康推進課】 

父子の料理教室を通じて

父親の家事参画への抵抗感

の軽減と、子どもへの「家事

は性別にかかわらず誰もが

行うもの」との意識を醸成

するとともに、より多くの

参加者が得られるよう開催

時期や内容の最適化を図

る。 

     

市 

関係団体 

 

（パパママ教室の開催） 

（料理教室の開催） 
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№ 
事業（取組）名 

【主管課】 
内 容 

年度別取組状況 

実施主体 
令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

令 和 

７年度 

令 和 

８年度 

令 和 

９年度 

３ 

パートナーと介護

予防講座開催事業 

【地域包括ケア推進室】 

介護の疑似体験や介護予

防に関する知識を習得する

講座を開催するに当たり、

参加対象者を夫婦や親子に

限定せず、親戚や友人など

との参加にも拡大するなど

しながら、介護に携わるこ

とのへの価値観を高める。 

     

市 

４ 

家庭教育学級開

催事業 

【中央公民館】 

保護者が、子どもへの接

し方など、家庭教育上の共

通の問題を学習する家庭教

育学級の開催により、学校

との連携の下、家庭内での

家事や育児の分担や男性の

参画拡大に資する意識醸成

を図る。 

     

市 

小中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（介護予防教室の開催） 

（家庭教育学級の開催） 
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(2) 利用しやすい保育・介護サービスを目指した環境整備 

行政や民間事業者、ＮＰＯ法人などが提供する多様な保育サービスについて、利用に

係る手続の簡略化や、ＩＣＴ※16 を活用した手続など、子育て世代がより保育サービス

を利用しやすくするための環境整備に向けたニーズの把握や、利便性を向上するための

取組を進めます。 

また、介護サービスについては、ＩＣＴの利活用による手続などの簡略化の検討に加

え、利用までの一連の流れや各種手続方法をホームページで更に詳しく紹介するなど、

本人や家族が介護を必要とする状態になった場合に、円滑にサービスが利用できるよう

取り組みます。 

 

№ 
事業（取組）名 

【主管課】 
内 容 

年度別取組状況 

実施主体 
令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

令 和 

７年度 

令 和 

８年度 

令 和 

９年度 

１ 

ＩＣＴ
※16

を活

用した保育サー

ビスの利用手続

などの簡素化 

【子ども課】 

保育サービスの一部手続

に、マイナンバーカードを

利用したオンライン申請が

可能であることを周知する

とともに、将来的なオンラ

イン対応サービスの拡大に

向けて、国の対応状況や利

用者のニーズなどを把握し

ながら検討を行う。 

     

市 

２ 

保育サービスの

利用に係る相談

支援 

【子ども課】 

多様な利用者の状況に応

じたサービスの組合せに係

る相談や、サービス利用に

向けた関係機関との連絡調

整などを行い、利用者の利

便性の向上を図る。 

     

市 

３ 

子育てに関する

提供情報の拡充 

【子ども課】 

子育て支援専用のポータ

ルサイト「つばきっず」を通

じて、子育て支援に関する

最新情報などを適切に発信

するとともに、マイナンバ

ーカードを利用した申請手

続サイトや子育てアプリな

どの関連するオンラインサ

ービスと、子育て支援専用

ポータルサイトをリンクす

るなど、利便性の向上を図

る。 

     

市 

（オンライン申請の周知） 

（国の動向・市民ニーズの把握） 

（オンライン対応の拡大検討） 

（保育サービスの利用相談） 

（ポータルサイトによる情報提供） 

（関係アプリなどへのリンク） 
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№ 
事業（取組）名 

【主管課】 
内 容 

年度別取組状況 

実施主体 
令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

令 和 

７年度 

令 和 

８年度 

令 和 

９年度 

４ 

子育て支援機関

（機能）の拡充 

【子ども課】 

【子育て世代包括支援センター】 

「子育て世代包括支援セ

ンター」
※10

との連携の下、

「子ども家庭総合支援拠

点」
※17

の運営を子ども課が

行う。（予定） 

 その後、「子育て世代包括

支援センター」と「子ども家

庭総合支援拠点」の機能を

統合した「こども家庭セン

ター」への移行について検

討する。 

     

市 

５ 

ＩＣＴ
※16

を活

用した介護サー

ビスの利用手続

などの簡素化 

【長寿社会課】 

要介護認定などの一部手

続に、マイナンバーカード

を利用したオンライン申請

が可能であることを周知す

るとともに、将来的なオン

ライン対応サービスの拡大

に向けて、国の対応状況な

どを踏まえながら検討を行

う。 

     

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（子ども家庭総合支援拠点の運営(予定)） 

（こども家庭センターへの 

移行検討(実施)） 

（子育て世代包括支援センターの運営） 

（オンライン申請の周知） 

（国の対応状況を踏まえたオンライン 

対応の拡大検討） 
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(3) ＤＶや生活困窮などの課題を抱える対象者への支援と相談窓口などの周知強化 

ＤＶ※11や生理の貧困※12を始めとする生活困窮、離婚などについての相談窓口や相談

員を設置し、関係機関と連携しながら相談者の支援に当たるとともに、気軽に相談で

きる場所として認識されるよう、相談場所や時間に加え、支援の内容などについて積

極的に周知を図ります。 

 

№ 
事業（取組）名 

【主管課】 
内 容 

年度別取組状況 

実施主体 
令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

令 和 

７年度 

令 和 

８年度 

令 和 

９年度 

１ 

相談窓口の連携

強化 

 

【子ども課】 

【市民環境課】 

【地域福祉課】 

【学校教育課】 

【男女共同参画室】 

・婦人相談・家庭児童相談 

ＤＶ
※11

や離婚、生理の貧

困
※12

などの生活困窮、性暴

力などについて相談支援を

行う。 

・人権相談 

性的少数者
※14

などの人

権について、人権擁護委員

が相談支援を行う。 

・生活困窮者の自立相談 

複合的な課題を抱える生

活困窮者に対し、就労支援

や家計収支の見直しなどに

ついて相談支援を行う。 

・児童・生徒の相談 

専門の相談員やスクール

ソーシャルワーカーが、暴

力や生理の貧困
※12

などの

早期発見、心のケア、家庭環

境への働きかけなどについ

て相談支援を行う。 

・相談窓口の連携 

複合課題などに対し、要

保護児童対策地域協議会な

どで情報連携を図りつつ、

個別の支援調整会議などを

開催するほか、必要に応じ

て、国・県と連携しながら相

談支援を行う。 

     

国 

県 

市 

社会福祉協議会 

関係機関など 

（婦人相談・家庭児童相談の実施） 

（人権相談の実施） 

（生活困窮者自立相談の実施） 

（児童・生徒の相談の実施） 

（国や県、関係機関との連携） 

（支援調整会議などによる相談窓口 

間の連携） 

（女性の活躍推進に資する国の制度や 

交付金を活用した生理の貧困などへ 

の対応） 
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【目標指標】 

№ 指  標 
令和３年度 

【実績値】 

令和９年度 

目標値 
備  考 

１ 

「家庭内で男女が家事（炊事、掃除、洗濯、

子育て、介護など）の分担をしている」と

答えた市民の割合  

40.8％ 45.0％ 市民意識調査 

２ 
家事・育児・介護への男性の参画拡大に資

する講座・教室の参加者数（累計） 
 延べ 97人 延べ 500 人 

男女共同参画室 

業務取得 

３ 
「保育サービスが充実している」と答えた

市民の割合 
37.7％ 45.0％ 

【総合計画指標】 

市民意識調査 

４ 
「ＤＶ※11 被害などについて相談窓口があ

ることを知っている」と答えた市民の割合 
32.5％ 70.0％ 市民意識調査 
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基本目標３ 安心して働ける魅力ある職場環境づくり 

《女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく市町村推進計画》 

【施策の方向性】 

事業者に、女性の正規雇用率の向上、性別による仕事の内容や待遇の格差、ハラスメン

ト※13の解消などを促すとともに、女性の活躍推進に資する国の制度や交付金などを活用し

た、デジタル人材の育成や女性役員・管理職を育成するための研修など、女性のキャリア

アップに係る意識啓発について、岩手労働局を始めとする関係機関と連携しながら取組を

進めます。 

また、より良いワーク・ライフ・バランス※６を目指して、ＩＣＴ※16技術の導入などによ

る柔軟で多様な働き方に対応する職場環境の改善を支援するほか、市も率先して女性活躍

に向けた取組を推進します。 

 

【具体的取組】 

(1) 性別による仕事の内容や待遇の格差の解消 

性別にかかわりなく平等に採用され、平等に働けるよう、事業者に雇用の分野におけ

る男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（以下「男女雇用機会均等法」とい

う。）や労働基準法、労働組合法などの労働に関する法律、積極的改善措置などの取組

方法について効果的に周知するとともに、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画※18

の策定を促します。 

また、女性労働者などの福祉の推進に寄与している施設である「働く婦人の家」につ

いて、時代のニーズを捉えながら今後の利活用に係る検討を行います。 

 

№ 
事業（取組）名 

【主管課】 
内 容 

年度別取組状況 

実施主体 
令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

令 和 

７年度 

令 和 

８年度 

令 和 

９年度 

１ 

男女雇用機会均

等法などの遵守

徹底 

【男女共同参画室】 

【商工課】 

国、県、商工会議所などの

関係機関と連携し、男女雇

用機会均等法を始めとする

労働関連法令に係る研修会

の開催などにより、法定義

務の内容などを分かりやす

く周知するとともに、関連

法令の遵守と適切な運用を

促す。 

     

国 

県 

市 

商工会議所 

事業者など 

 

 

 

（労働関連法令に係る運用相談の対応） 

（ホームページなどでの情報提供や 

研修会などの開催） 
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№ 
事業（取組）名 

【主管課】 
内 容 

年度別取組状況 

実施主体 
令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

令 和 

７年度 

令 和 

８年度 

令 和 

９年度 

２ 

一般事業主行動

計画
※18

の策定

促進 

【男女共同参画室】 

【商工課】 

国、県、商工会議所などの

関係機関と連携し、一般事

業主行動計画に係る研修会

の開催などにより、策定が

法定義務であることを周知

するとともに、当該計画に

基づいた女性の活躍に関す

る状況の公表を促す。 

     

国 

県 

市 

商工会議所 

事業者など 

３ 

「大船渡市働く

婦人の家」の在り

方検討 

【商工課】 

女性の職業生活や家庭生

活に必要な知識・技能の習

得援助などを総合的に行う

「働く婦人の家」について、

時代のニーズに合わせた施

設利用の在り方について検

討する。 

     

市 

 

(2) 職業における女性の活躍支援 

職業における女性の活躍を一層推進するため、キャリアアップ講座やリカレント教育

などに取り組むほか、女性の就職支援に取り組みます。 

№ 
事業（取組）名 

【主管課】 
内 容 

年度別取組状況 

実施主体 
令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

令 和 

７年度 

令 和 

８年度 

令 和 

９年度 

１ 

キャリアアップ

講座やリカレン

ト教育
※20

の推

進 

【男女共同参画室】 

【企画調整課】 

【商工課】 

【中央公民館】 

国、県、商工会議所、大学

などの関係機関と連携し、

デジタル化に資する国の制

度や交付金などを活用した

デジタル人材の育成を始

め、働く場で活躍する女性

のキャリアアップやリカレ

ントに係る講座・教室を開

催するほか、資格取得に係

る費用の支援を行う。 

また、市が開催する市民

講座において、リカレント

教育
※20

の視点を取り入れ

ながら、市民の学習ニーズ

や地域課題に対応した多様

な分野の講座を効果的かつ

戦略的に開催する。 

     

国 

県 

市 

商工会議所 

大学など 

（計画策定などに係る相談への対応） 

（資格取得に係る費用の支援） 

（市民講座の効果的・戦略的な開催） 

（ホームページなどでの情報提供や 

研修会などの開催） 
 

（デジタル化や女性の活躍推進に資

する国の制度や交付金を活用した

人材育成） 

（女性活躍講座・教室の開催） 

（施設の在り方検討） 

（検討結果よる施設の運用） 

※20 
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№ 
事業（取組）名 

【主管課】 
内 容 

年度別取組状況 

実施主体 
令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

令 和 

７年度 

令 和 

８年度 

令 和 

９年度 

２ 

中学校における

キャリア教育の

推進 

【学校教育課】 

性別にとらわれず、主体

的に多様な職業を選択する

ことができるよう、中学生

向けの就業体験などを行

う。 

     

市 

３ 

女性等就業相談

員による就職支

援 

【商工課】 

女性等就業相談員を配置

し、働きたい女性の就業相

談や就職に向けた各種情報

の提供を行うなど、関係機

関と連携しながら女性の就

業を支援する。 

     

市 

 

(3) 職場でのワーク・ライフ・バランスの改善 

事業者に対し、テレワークの導入などによる多様な働き方の取組を促すとともに、国

の「くるみん・えるぼし制度※21・22」や、県の「いわて子育てにやさしい企業等認証制度

※23」、「いわて女性活躍企業等認定制度※24」の適用によるメリットなどを周知しながら、

女性活躍推進に取り組む事業者の拡大を図ります。 

また、国の「デジタル田園都市国家構想」推進の一環として、職場でのデジタルトラ

ンスフォーメーション（ＤＸ）※25の推進などによる、時間外労働の削減に向けた新たな

取組や人材育成を支援するとともに、ワーク・ライフ・バランス※６の改善に係る事業者

側の必要性やメリットへの理解を促進します。 

 

№ 
事業（取組）名 

【主管課】 
内 容 

年度別取組状況 

実施主体 
令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

令 和 

７年度 

令 和 

８年度 

令 和 

９年度 

１ 

事業者への働き

方改革に関する

情報提供と実践

支援 

【男女共同参画室】 

【商工課】 

国、県、商工会議所などの

関係機関と連携し、事業者

に対して、ワーク・ライフ・

バランス
※６

の推進によるメ

リットを示しながら労働環

境の整備実践を働きかけ

る。 

     

国 

県 

市 

商工会議所 

事業者など 

 

 

 

（女性等就業相談員による相談・支援） 

（就業体験授業などの実施） 

（ホームページなどでの情報提供や 

研修会などの開催） 
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№ 
事業（取組）名 

【主管課】 
内 容 

年度別取組状況 

実施主体 
令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

令 和 

７年度 

令 和 

８年度 

令 和 

９年度 

２ 

「ワーク・ライ

フ・バランス
※６

」

の改善に関する

被雇用者の理解

促進 

【男女共同参画室】 

【商工課】 

働き方改革に関する事業

者への働きかけと連動しな

がら、家庭生活の改善など

に係る被雇用者向けの情報

提供を行う。 

     

市 

３ 

「くるみん
※21

」

や「いわて子育て

にやさしい企業

※23
」の拡大 

【商工課】 

【男女共同参画室】 

【財政課】 

国、県、商工会議所などの

関係機関と連携し、「くるみ

ん」や「いわて子育てにやさ

しい企業」など、国や県が行

う認定・表彰制度について、

企業のイメージアップに加

え、税制や入札などにおけ

る優遇措置などのメリット

を周知し、女性活躍推進に

取り組む事業者の拡大を図

るほか、市営建設工事の入

札における優遇措置の強化

について検討する。 

     

国 

県 

市 

商工会議所 

事業者など 

４ 

職場におけるデ

ジタルトランス

フォーメーショ

ン（ＤＸ）
※25

の

推進 

【企画調整課】 

デジタル田園都市国家構

想推進の一環として、テレ

ワークを始めとする在宅勤

務など、事業者のデジタル

トランスフォーメーション

（ＤＸ）の推進を通じた職

場環境改善に資する取組に

ついて、デジタル化に資す

る国の制度や交付金などを

活用して支援する。 

     

市 

事業者 

 

 

 

 

 

 

 

（ホームページなどでの情報提供） 

（図書展やパネル展などの開催） 

（ホームページなどでの情報提供） 

（市優遇措置の強化の検討） 

（職場におけるＤＸの推進） 

（デジタル化に資する国の制度や交付 

金などを利用した職場環境の改善） 
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 (4) 育児・介護と仕事を両立できる職場環境づくり 

事業者に対し、法定化された育児休業制度や介護休業制度の周知徹底を図りつつ、

仕事と育児、介護の両立が可能となる職場環境の整備に向けた取組を支援する助成制

度の活用を促しながら、キャリアの継続が可能な働き方を推進します。 

№ 
事業（取組）名 

【主管課】 
内 容 

年度別取組状況 

実施主体 
令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

令 和 

７年度 

令 和 

８年度 

令 和 

９年度 

１ 

事業者における

育児・介護休業制

度の活用促進 

【男女共同参画室】 

【商工課】 

男女がともに育児や介護

休業を取得しやすい職場環

境を促進するため、商工会

議所などの関係機関と連携

しながら、育児・介護休業制

度や助成制度を周知し、活

用を働きかける。 

     

国 

県 

市 

商工会議所 

関係機関 

事業者 

２ 

育児・介護休業制

度に関する被雇

用者の理解促進 

【男女共同参画室】 

【商工課】 

育児・介護休業制度に関

する事業者への活用促進と

連動しながら、休業可能日

数や時期など、被雇用者向

けに情報提供を行う。 

     

市 

 

(5) 女性活躍に向けた取組を市が率先して推進 

女性職員の登用、性別により固定される傾向にある職や部署への配属の見直し、性別

にとらわれない育児休業制度の利用、女性リーダー研修の実施、ワーク・ライフ・バラ

ンス※６の改善などについて、市（市役所）自身がロールモデルとなり、率先して取り組

みながら、特定事業主行動計画※26を着実に推進します。 

 

№ 
事業（取組）名 

【主管課】 
内 容 

年度別取組状況 

実施主体 
令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

令 和 

７年度 

令 和 

８年度 

令 和 

９年度 

１ 

管理職や監督職

への女性職員の

登用 

【総務課】 

女性活躍推進や女性リー

ダー育成に関する研修を実

施するとともに、性別によ

り固定される傾向にある職

種や部署への配属を見直

し、性別にとらわれない人

事配置を推進する。 

     

市 

 

（研修会などの開催） 

（ホームページなどでの情報提供） 

（研修会などの開催） 

（ホームページなどでの情報提供） 

（図書展やパネル展などの開催） 
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№ 
事業（取組）名 

【主管課】 
内 容 

年度別取組状況 

実施主体 
令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

令 和 

７年度 

令 和 

８年度 

令 和 

９年度 

２ 

男性職員の育児

参画の促進 

【総務課】 

男性職員に対して育児参

画の意義や配偶者の出産前

後の状況などに関する研修

を実施するほか、男性職員

の育児参画の取組を推進す

る。 

     

市 

３ 

仕事と家庭生活･

社会活動の両立

に向けた相談体

制の充実 

【総務課】 

 育児休業などに関する相

談体制を充実させるととも

に、休業取得状況などを庁

内で情報共有するなどしな

がら、ワーク・ライフ・バラ

ンス
※６

の改善を図る。 

     

市 

 

【目標指標】 

№ 指  標 
令和３年度 

【実績値】 

令和９年度 

目標値 
備  考 

１ 
「職場の仕事の内容や待遇で男女の差が

ない」と答えた勤労者の割合 
54.5％   60.0％ 市民意識調査 

２ 
女性の活躍促進に資する講座や教室の開

催回数（累計） 
延べ 36回 延べ 200 回 

男女共同参画室 

業務取得 

３ 

「くるみん認定※21・えるぼし認定※22・い

わて子育てにやさしい企業等認証※23・い

わて女性活躍企業等認定制度※24」の認定・

認証企業数（累計） 

延べ23事業者 延べ30事業者 国・県公表値 

４ 
「仕事と子育てが両立できる環境が整っ

ている」と答えた市民の割合 
29.4％ 40.0％ 市民意識調査 

５ 
「育児休暇や介護休暇が取得しやすい」と

答えた勤労者の割合 
49.6％ 60.0％ 市民意識調査 

６ 市男性職員の育児休業取得割合 25.0％ 30.0％ 総務課業務取得 

７ 市職員の管理職に占める女性の割合 15.9％ 20.0％ 総務課業務取得 

 

（研修会などの開催） 

（庁内での情報共有） 

（相談窓口の充実） 
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附属資料 

用語解説 

 

※１：男女共同参画サポーター 

岩手県が実施する「いわて男女共同参画サポーター養成講座」の修了者で、認定後は、地区・

地域の実情に即した男女共同参画社会づくりに関する取組や啓発活動などを自発的に展開してい

る。 

令和４年３月現在、市内では 37 人がサポーター認定を受けている。 

 

※２：ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標） 

貧困、不平等・格差、気候変動による影響など、世界の様々な問題を根本的に解決し、全ての

人たちにとってより良い世界をつくるために設定された、世界共通の 17 の目標。 

 

※３：ジェンダー 

生物学的な性別の差ではなく、社会的・文化的につくられた男らしさや女らしさなどの性別の

差。「男性はこうあるべき」や「女性だからこうする」といった、見た目や考え方、働き方などに

反映されている。 

 

※４：ジェンダー平等 

一人一人の人間が、性別にかかわらず、平等に責任や権利、機会などを分かちあい、あらゆる

物事を一緒に決めることができること。 

 

※５：エンパワーメント 

誰もが可能性を十分に発揮し、能力を高め、自らの意思で行動できるよう援助すること。 

 

※６：ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和） 

仕事と家事・育児や、趣味・学習、休養、地域活動などの調和を図り、それらを充実させる働

き方・生き方。 

 

※７：大船渡市男女共同参画審議会 

大船渡市男女共同参画推進条例第９条に基づき、市内各種団体関係者や有識者などで構成され、

男女共同参画社会の形成の促進に関する重要事項について調査・審議を行う。 

 

※８：大船渡市男女共同参画室幹事会 

市の関係部課長で構成され、各部課などの施策と連携しながら男女共同参画行動計画を推進す

るとともに、定期的に計画の進捗状況の把握や見直しを行う。 

 

※９：ＬＧＢＴ・ＬＧＢＴＱ＋ 

Ｌ（レズビアン：女性として女性が好きな人）、Ｇ（ゲイ：男性として男性が好きな人）、Ｂ（バ

イセクシュアル：好きになる性が男女どちらでもよい人）、Ｔ（トランスジェンダー：心の性と身

体の性が一致しない人）の頭文字や記号を並べた言葉。 

また、ＬＧＢＴＱ＋は、ＬＧＢＴに、Ｑ（クエスチョニング：心の性や好きになる性を決めて

いない、決まっていない人、または、クイア：風変わりな・奇妙なという言葉の意味であり、自

分の心や好きになる性について、そのような考えを持つ人）、＋（プラス：ほかにも様々な性があ

ることを示すもの）の頭文字や記号を加えた言葉。 

   恋愛や性愛の対象となる性、自身の性別についての捉え方は多様であるため、この枠組みに当

てはまらない人もいる。 
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※10：子育て世代包括支援センター 

保健師などの専門スタッフが妊娠・出産・育児に関する様々な相談に対応し、必要に応じて支

援プランの策定や地域の保健医療福祉の関係機関との連絡調整を行うなど、妊娠期から子育て期

まで切れ目のない支援を一体的に提供する。 

 

※11：ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）・デートＤＶ 

配偶者や恋人など親密な関係にある、または、あった者から振るわれる暴力で、「身体的暴力」、

「精神的・心理的暴力」、「性的暴力」、「社会的暴力」、「経済的暴力」、「子どもを使った暴力」な

どに分類される。 

また、恋人間でのＤＶを「デートＤＶ」という。 

 

※12：生理の貧困 

経済的な理由のほか、羞恥心によるためらい、家族の無理解などから、女性が生理処理用品を

入手することが困難な状態にあること。 

 

※13：ハラスメント 

人に対する「嫌がらせ」や「いじめ」などの迷惑行為。 

地位や権力などを背景に相手に嫌がらせを行う「パワーハラスメント」、男女問わず性的な嫌が

らせを行う「セクシャルハラスメント」、セクシャルハラスメントを受けた被害者がその事実を訴

えることで、逆に雇用者側などから圧力などの二次的被害を受ける「セカンドハラスメント」な

ど、30種類以上に分類される。 

 

※14：性的少数者（セクシュアル・マイノリティ） 

   同性に恋愛感情を持つ人や自分の性に違和感がある人など、性の領域（性的指向や性自認）に関

して社会的に少数派であることを意味する言葉。 

 

※15：パートナーシップ制度 

戸籍上は同性であるカップルに対して、地方自治体が婚姻とほぼ同等のパートナーシップであ

ることを承認する制度。 

 

※16：ＩＣＴ 

「Information and Communication Technology」（情報通信技術）の略。通信技術を活用したコ

ミュニケーション。 

 

※17：子ども家庭総合支援拠点 

子育て世代包括支援センターと連携し、18歳までの子どもとその家族、妊産婦などの相談に対

し、実情に応じた切れ目のない支援を行う。 

 

※18：一般事業主行動計画 

従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含

めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって策定する計画。 

101人以上の労働者を雇用する事業者は、計画の策定・届出が義務とされ、100人以下の事業者

は努力義務とされている。 

 

※20：リカレント教育 

   社会人になった後も、必要なタイミングで教育機関や社会人向け講座などで再び教育を受け、

そこで得た知識・技術を仕事などで発揮すること。 
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※21：くるみん認定制度（トライくるみん・くるみん・プラチナくるみん） 

   子育てサポートに積極的な事業者を厚生労働大臣が認定する制度。 

令和４年８月現在、市内１事業者が「くるみん認定」を受けている。 

 

※22：えるぼし認定制度（えるぼし・プラチナえるぼし） 

女性の活躍に関する取組が進んでいる事業者を厚生労働大臣が認定する制度。 

令和４年８月現在、市内１事業者が「えるぼし認定」を受けている。 

 

※23：いわて子育てにやさしい企業等認証制度 

仕事と子育ての両立支援など男女が共に働きやすい職場環境づくりに取り組む事業者などを岩

手県が認証する制度。 

令和４年８月現在、市内５事業者が認証を受けている。 

 

※24：いわて女性活躍企業等認定制度 

女性の活躍推進に向けて積極的に取り組む事業者などを岩手県が認定する制度。 

令和４年８月現在、市内 11 事業者が「いわて女性活躍認定企業等（ステップ１）認証」、市内

５事業者が「いわて女性活躍認定企業等（ステップ２）認証」を受けている。 

 

※25：デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ） 

デジタル技術を用いることで、生活やビジネスが変容していくこと。 

 

※26：特定事業主行動計画 

一般の事業主と同様に、国や地方公共団体が雇用主として策定する、従業員の仕事と子育ての

両立を図るための雇用環境の整備などに関する行動計画。 
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男女共同参画社会に関するアンケート調査などの検証（詳細） 

 

【市民アンケート調査】 

(1) 市民アンケート調査回答者の年代別構成 

・回答者の年代別構成比は、平成 29年度に実施した前回調査と比較し、年代別構成を平

準化しています。 

市民アンケート調査回答者の年代構成 

 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 不明 

Ｒ４年度調査 7.6％ 9.2％ 13.1％ 18.9％ 20.7％ 17.0％ 12.8％ 0.6％ 

Ｈ29年度調査 0.9％ 5.5％ 7.6％ 7.3％ 20.0％ 24.5％ 33.3％ 0.9％ 

 

(2) 男女共同参画社会に関係する言葉や制度の認知度 

・「男女共同参画社会」を始めとする、関係する九つの言葉や制度の認知度について前回

調査と比較すると、多くの項目で「知っている」が増加しているものの、「男女共同参

画社会」の内容について「知っている」と答えた人の割合は、男性が 12.4ポイント増

加しているのに対し、女性は 5.2ポイント減少しました。 

・「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（育児・介

護休業法）」の内容について「知っている」と答えた人の割合は、男性が 48.5 ポイン

トに対し、女性は 58.3 ポイント、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関す

る法律（ＤＶ防止法）」の内容について「知っている」と答えた人の割合は、男性が 45.5

ポイントに対し、女性が 54.1ポイントと、女性よりも男性の認知度が低い項目があり

ます。 

・「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」の内容につい

て「知っている」と答えた人の割合については、全体で 25.3ポイント減少している項

目があります。 

 

(3) 男女の地位の平等感と認識・考え方の相違 

① 市民アンケート調査によると、男女の地位の平等感において、「男性が優遇されて

いる」と答えた人の割合が高い項目は、  

・社会通念・慣習・しきたりなど 73.8％（男性 69.4％、女性 78.3％） 

・政治の場（政策決定や方針決定） 72.1％（男性 63.8％、女性 79.4％） 

・社会全体でみた場合 68.6％（男性 58.6％、女性 77.2％） 

       となっており、男女間の相違（ギャップ）が大きい項目は、 
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・家庭生活 24.1ポイント（男性 44.0％、女性 68.2％） 

・自治会、公民館、ＰＴＡなどの地域活動の場 18.7ポイント（男性 37.7％、女性 56.3％） 

・社会全体でみた場合 18.6ポイント（男性 58.6％、女性 77.2％） 

となっています。 

② 「社会通念・慣習・しきたりなど」は、年代構成比を平準化した今回調査において

も前回調査からの変化がなかったことから、年代による意識の差が少ないと考えら

れます。 

③ 「教育の場」を除く全ての項目において「男性が優遇されている」と答えた人の割

合が高くなっています。 

性別ごとに見ると、「男性が優遇されている」と答えた人の割合は、男性より女性

が高く、「平等」と答えた人の割合は、女性より男性が高く、男女間での認識・考え

方の相違が表れています。 

なお、この傾向は、前回調査及び国や県の調査と一致しています。 
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(4) 家庭生活における男女の認識・考え方の相違 

① 男女間での認識・考え方の相違が大きい「家庭生活」について、単身・単身以外な

どの属性ごとにみると、属性によらず男性の約３割は「平等」と回答し、女性の６～

７割が「男性が優遇されている」と回答しています。 

また、「男性が優遇されている」と答えた女性の割合が最も高いのは「既婚女性」、

「平等」と答えた男性の割合が最も高いのは「既婚男性」となっており、配偶者がい

る場合に男女差が大きくなっています。 

 

家庭生活におけるの男女の地位の平等感（属性別・性別） 
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平等 35.1% 18.7% 35.3% 13.0% 36.2% 17.3% 31.1% 20.2% 34.5% 23.9% 16.3% 

女性が優遇 10.9% 3.7% 5.9% 4.3% 9.0% 3.1% 13.3% 4.7% 8.6% 5.4% 0.0% 

わからない 9.3% 8.6% 23.5% 21.7% 5.6% 8.0% 21.1% 13.2% 10.3% 7.6% 14.0% 
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② 男女間での認識・考え方の相違が大きいのは、未婚の男女（27.6ポイント）、単身

の男女（25.6ポイント）、単身以外の男女（24.2ポイント）、既婚の男女（22.5ポイ

ント）、育児中の男女（16.4ポイント）の順となっており、単身者より既婚者のほう

が「男性が優遇されている」と答えた男性の割合が高くなっています。 

また、女性は 30代以上で「男性が優遇されている」と答えた割合がほぼ一定であ

るのに対し、男性は年代が上がるにつれて「男性が優遇されている」と答えた割合

が上がる傾向が表れています。 

③ 家事・育児・介護の分担状況をみると、性別にかかわらず、家事・育児・介護の全

ての項目において「主に女性（男性が一部分担を含む）」と回答した人が多く「家庭

生活」における女性の不平等感の原因であると考えられます。 

このことから、男女間の認識・考え方の相違をなくす・縮小するためには、男性の

家庭生活への参画拡大が必要であり、かつ、家事・育児について「同程度分担」と答

えた比率が多い若年層を中心に、意識啓発を始め、各種取組を行うことが効果的で

あると考えられます。 

 

家事・育児・介護の分担状況 

 家事 

男性 

家事 

女性 

育児 

男性 

育児 

女性 

介護 

男性 

介護 

女性 

主に男性（女性が一部

分担を含む） 
9.0% 0.8% 2.4% 0.8% 10.0% 4.5% 

同程度分担 14.2% 11.8% 17.5% 16.2% 13.6% 7.0% 

主に女性（男性が一部

分担を含む） 
72.0% 84.5% 67.5% 76.8% 56.4% 75.2% 

未記入 4.9% 2.8% 7.8% 4.5% 8.2% 5.9% 

 

④ 今後、男女が社会のあらゆる分野でもっと平等になるために重要なことについて

は、男性・女性ともに「性別による偏見や固定的な社会通念、慣習、しきたりを改め

る」や、「家事、子育て、介護などの社会的評価を高める」と回答した人の割合が高

く、性別や年代にみると、男性は、法律や法制度、職場環境など、ワーク・ライフ・

バランスの改善、女性は、男性の家事参画の拡大と子育て支援や介護支援など、公

的支援の拡充と答えた人の割合が高くなっています。 

全体 

・性別による偏見や固定的な社会通念、慣習、しきたりを改める 16.6% 

・家事、子育て、介護などの社会的評価を高める 10.0% 

・法律や制度の面で、男女差別につながるものを改める 9.1% 

・男性が家事などに参加することに対する、男性自身の抵抗感をなくす 8.6% 

・子育て支援や高齢者施設・介護支援を充実する 6.6% 
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男性 

・性別による偏見や固定的な社会通念、慣習、しきたりを改める 17.2% 

・法律や制度の面で、男女差別につながるものを改める 11.2% 

・家事、子育て、介護などの社会的評価を高める 9.6% 

・職場における男女平等を周知徹底する 6.8% 

・労働時間の短縮や各種休暇制度を普及する 6.8% 

女性 

・性別による偏見や固定的な社会通念、慣習、しきたりを改める 16.4% 

・家事、子育て、介護などの社会的評価を高める 10.5% 

・男性が家事などに参加することに対する、男性自身の抵抗感をなくす 10.2% 

・法律や制度の面で、男女差別につながるものを改める 7.6% 

・子育て支援や高齢者施設・介護支援を充実する 7.5% 

男性（10～30代） 

・性別による偏見や固定的な社会通念、慣習、しきたりを改める 16.7% 

・法律や制度の面で、男女差別につながるものを改める 15.8% 

・家事、子育て、介護などの社会的評価を高める 11.4% 

・夫婦や家族のコミュニケーションをよくとる 6.6% 

・男性が家事などに参加することに対する、男性自身の抵抗感をなくす 6.6% 

・職場における男女平等を周知徹底する  6.6% 

      女性（10～30代） 

・性別による偏見や固定的な社会通念、慣習、しきたりを改める 15.1% 

・家事、子育て、介護などの社会的評価を高める 11.6% 

・男性が家事などに参加することに対する、男性自身の抵抗感をなくす 10.9% 

・子育て支援や高齢者施設・介護支援を充実する 8.4% 

・男性の家事や子育て、介護などの技術や能力を高める 7.2% 

 

(5) 性別による固定的な役割分担意識 

① 「男の子は男らしく、女の子は女らしく育てるのが良い」という考え方（性別によ

る固定的な役割分担意識）について、肯定的な回答をした人の割合は 45.4％、否定的

な回答をした人の割合は 52.4％と、全体では近い割合になっていますが、性別ごとに

みると男性側により強く性別による固定的な役割分担意識が表れています。 

また、性別にかかわらず、年代が上がるにつれて、固定的な役割分担意識が高くな

る傾向にあります。 

男女が社会のあらゆる分野でもっと平等になるためは、性別や年代を問わず「性別

による偏見や固定的な社会通念、慣習、しきたりを改める」ことが重要であるという

結果と照らし合わせると、男性に対する性別による固定的な役割分担意識の解消に向

けた取組が必要であると考えられます。 
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「男の子は男らしく、女の子は女らしく育てるのが良い」という考え方：年代別（男性） 

 

「男の子は男らしく、女の子は女らしく育てるのが良い」という考え方：年代別（女性） 

 

 

 (6) 職業 

  ① 性別にかかわらず、回答者の約７割が子どもができても働き続けることを望んでい

ます。 

女性が職業を持つことについて 

 総数 男性 女性 

女性は職業を持たない方がよい 1.1% 0.0% 2.0% 

結婚するまでは職業をもつ方がよい 1.4%  1.9%  1.1%  

子どもができたら、職業をもたない方がよい 2.8%  4.5%  1.4%  

子どもができても、ずっと職業を続ける方がよい 70.8%  70.9%  71.8%  

子どもができたら職業をやめ、大きくなったら再び

職業をもつ方がよい 
20.4%  19.0%  21.4%  

無回答 3.4%  3.7%  2.3%  

 

② 男女の雇用形態別比率を比較すると、男性は正規雇用率が高く、女性は非正規雇用

率が高く、全国的な傾向と一致しています。国勢調査における、職業分類別の雇用形

態では、全ての職種で同様の傾向となっています。 

    

10.0%

19.0%

5.7%

15.9%

22.8%

17.6%

20.0%

30.0%

28.6%

37.1%

43.2%

50.9%

51.0%

40.0%

20.0%

14.3%

20.0%

9.1%

7.0%

3.9%

17.5%

35.0%

38.1%

37.1%

29.5%

15.8%

27.5%

17.5%

5.0%

2.3%

3.5%

5.0%
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10代
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30代

40代

50代

60代

70代以上

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない 未記入

12.0%

2.6%

2.1%

5.3%

1.3%

1.8%

22.2%

8.0%

28.9%

20.8%

22.7%

32.9%

43.9%

44.4%

24.0%

26.3%

27.1%

38.7%

30.3%

24.6%

11.1%

56.0%

42.1%

47.9%

33.3%

34.2%

28.1%

19.4%

2.1%

1.3%

1.8%

2.8%
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30代

40代

50代

60代

70代以上

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない 未記入
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雇用形態の割合（男女別） 

 市民アンケート調査 事業者アンケート調査 

正規 

雇用 

非正規 

雇用 

自営業 

(経営主) 

自営業 

(家族従

事者) 

事業主 

・役員 

管理職 

(正規従

業員) 

管理職以

外の正規

従業員 

非正規 

従業員 

男性 74.0% 11.5% 13.5% 1.0% 79% 78% 63% 30% 

女性 52.6% 37.3% 4.8% 5.2% 21% 22% 37% 70% 

 

③ 「職場」における、男女の地位の平等感について、雇用形態別に比較したところ、

雇用形態にかかわらず、男性は女性より「平等」と答えた割合が高く、女性は男性よ

り「男性が優遇」と答えた割合が高くなっています。 

性別による差が大きいのは、自営業（自営業経営主・自営業の家族従事者）であり、

「男性が優遇」で 25.5ポイント、「平等」で 29.4ポイントの開きがあります。 

 

「職場」における、男女の地位の平等感（雇用形態別） 

 
全体 

正規 

雇用 

正規 

男性 

正規 

女性 

非正規 

雇用 

非正規 

男性 

非正規 

女性 

自営業 

全体 

自営業 

男性 

自営業 

女性 

男性が優遇 54.0% 53.7% 48.6% 59.5% 56.0% 43.5% 59.1% 46.3% 34.5% 60.0% 

平等 25.0% 31.7% 35.8% 27.5% 28.4% 34.8% 26.9% 27.8% 41.4% 12.0% 

女性が優遇 5.0% 7.1% 8.8% 4.6% 4.3% 13.0% 2.2% 7.4% 10.3% 4.0% 

わからない 16.0% 7.5% 6.8% 8.4% 11.2% 8.7% 11.8% 18.5% 13.8% 24.0% 

 

③ 「昇進・昇格」、「配置場所」、「賃金」について、性別による格差を感じている人が

多く、男性は「配置場所が限定」、女性は「賃金格差」と答えた人の割合が高くなっ

ています。 

性別による仕事の内容や待遇の格差 

・女性が昇進、昇格しづらい 20.9％（男性 22.2％、性 19.8％） 

・性別により配置場所が限られている 20.5％（男性 26.7％、女性 14.5％） 

・賃金に男女差がある 19.8％（男性 15.1％、女性 24.0％） 

・女性を幹部職員に登用しない 9.3％（男性 7.1％、女性 11.6％） 

・性別を重視し、能力を正当に評価しない 8.6％（男性 8.4％、女性 8.7％） 

 

 (7) ワーク・ライフ・バランス 

① ワーク・ライフ・バランスについて、現状は、性別や年代にかかわらず「仕事優

先」と答えた人の割合が高くなっています。性別ごとに見ると、男性は年代の上昇

とともに仕事優先の割合が増加し、50代以上では７割を超えています。 

女性は、10～20代では約半数が仕事優先（48.5％）と回答していますが、年代が

上がるにつれて、両立または家庭・社会活動優先が増加し、40代で仕事優先（35.8％）、
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両立（35.7％）、家庭・社会活動優先（28.6％）と、ほぼ同程度となっています。こ

の時期は、男性の仕事優先の割合が更に上がることに加え、育児期間であることか

ら、女性は家事や育児を優先させていると捉えられ、家庭での負担が女性に偏って

いる状況であると考えられます。 

一方、理想については、若年層ほど仕事と家庭・社会活動の両立または、家庭・社

会活動を優先と答えた割合が高くなっています。 

女性については、60代以上を除く全ての年代で、仕事と家庭・社会活動の両立ま

たは、家庭・社会活動を優先と答えた人の割合が約９割であったのに対し、男性は

「仕事優先」と答えた人の割合が年代とともに増加し、50代以上では４割を超えて

います。 

 

現状と理想の比較(男性、年代別：学生、家事専業、無職・その他、無回答を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.1%

21.1%

6.1%

7.3%

5.0%

28.3%

9.3%

14.0%

4.1%

26.3%

39.4%

18.2%

53.7%

22.5%

43.4%

33.3%

58.0%

40.8%

36.8%

36.8%

36.4%

48.5%

29.3%

42.5%

22.6%

38.9%

20.0%

44.9%

5.3%

5.3%

12.1%

12.1%

9.8%

12.5%

5.7%

11.1%

4.0%

6.1%

10.5%

36.8%

6.1%

21.2%

17.5%

7.4%

4.0%

4.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10～20代：現実

10～20代：理想

30代：現実

30代：理想

40代：現実

40代：理想

50代：現実

50代：理想

60代以上：現実

60代以上：理想

「仕事」優先

どちらかというと「仕事」優先

「仕事」と「家庭生活または社会活動」を両立

どちらかというと「家庭生活または社会活動」優先

「家庭生活または社会活動」優先
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現状と理想の比較(女性、年代別：学生、家事専業、無職・その他、無回答を除く） 

 

 

② 仕事と家庭・社会活動の両立を可能とするために必要だと思うことについて、男

女ともに「育児休業・介護休業制度を利用しやすい職場環境整備」、「金銭面での支

援の充実」、「退職した職員復職、再就職が可能となる制度の導入」、「保育・介護サ

ービスの充実」と答えた人の割合が高いほか、男性は「労働条件面での男女格差の

解消」、女性は「固定的な性別役割分担意識の解消」と答えた人の割合が高くなって

います。 

仕事と家庭・社会活動の両立を可能とするために必要だと思うこと（男性） 

・育児休業・介護休業制度を利用しやすい職場環境整備 17.5% 

・金銭面での支援の充実 12.4% 

・育児や介護のために退職した職員の復職、再就職が可能となるような制度の導入 11.0% 

・保育・介護サービスの充実 11.0% 

・給与、仕事内容などの労働条件面で男女格差の解消 10.5% 

仕事と家庭・社会活動の両立を可能とするために必要だと思うこと（女性） 

・育児休業・介護休業制度を利用しやすい職場環境整備 18.0% 

・金銭面での支援の充実 12.4% 

・「男は仕事、女は家庭」といった固定的な性別役割分担意識の解消 10.6% 

・育児や介護のために退職した職員の復職、再就職が可能となるような制度の導入 10.5% 

・保育・介護サービスの充実 10.5% 

18.2%

6.7%

12.9%

12.7%

1.6%

13.2%

2.6%

30.3%

6.1%

35.6%

8.9%

22.9%

10.0%

31.7%

9.5%

47.4%

23.1%

42.4%

36.4%

28.9%

40.0%

35.7%

50.0%

44.4%

77.8%

21.1%

53.8%

9.1%

21.2%

20.0%

33.3%

18.6%

30.0%

9.5%

9.5%

13.2%

20.5%

36.4%

8.9%

17.8%

10.0%

10.0%

1.6%

1.6%

5.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10～20代：現実

10～20代：理想

30代：現実

30代：理想

40代：現実

40代：理想

50代：現実

50代：理想

60代以上：現実

60代以上：理想

「仕事」優先

どちらかというと「仕事」優先

「仕事」と「家庭生活または社会活動」を両立

どちらかというと「家庭生活または社会活動」優先

「家庭生活または社会活動」優先
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③ ワーク・ライフ・バランスを推進することのプラスの効果として考えられるものにつ

いては、「家事・育児・介護などの家庭責任を男性も担いやすくなり、女性の負担が少な

くなる」、「長時間労働が減り、心身の健康によい影響を及ぼす」、「子どもとかかわるこ

とができる時間が増え、安心して子どもを育てることができる」と答えた人の割合が高

くなっています。 

 

     ワーク・ライフ・バランスを推進することのプラスの効果として考えられるもの 

・家事・育児・介護などの家庭責任を男性も担いやすくなり、女性の負担が少なくなる 14.5% 

・長時間労働が減り、心身の健康によい影響を及ぼす 12.9% 

・子どもとかかわることができる時間が増え、安心して子どもを育てることができる 12.6% 

・自己啓発や趣味の時間が増え、能力を高めたり、満足感を得たりすることができる 10.0% 

・女性の継続就業や希望する働き方での再就職が容易になる 9.8% 

・仕事への満足度が向上し、能力が十分に発揮され、生産性の高い効率的な働き方ができ

るようになる 
8.5% 

・人口減少が進行する中、女性や高齢者など多様な人材が活用できるようになり、労働力

不足の解消につながる 
7.9% 

・子育て環境が整い、少子化の進行を防ぐことができる 7.6% 

・企業などが個々の希望する就業環境を整備することで、働く人の意欲や満足度が高まり、

優秀な人材を確保・定着させることができる 
7.6% 

・働く人々が地域活動にかかわることができるようになり、地域の活性化や安全性の向上

につながる 
6.2% 

・女性農林漁業・商工業などの経営参画と社会参画を促進することができる 2.3% 

 

(8) ＤＶ・性的少数者 

 ① ＤＶの状況 

   「暴力を受けたことがある」と答えた人が 54 人、「身近に暴力を受けた人がいる」

と答えた人が 65人となっており、暴力による被害を受けている人が少なくない状況で

す。 

   また、ＤＶについて約３割の人が誰にも（どこにも）相談しておらず、その理由と

して、「自分さえ我慢すれば良い」、「相談しても無駄だと思ったから」と答えた人の割

合が高くなっています。 

 

ＤＶを体験したり、周囲で見聞きしたりすることがあるか 

 件数(複数回答) 

暴力を受けたことがある 54 

暴力をふるったことがある 13 

身近に暴力を受けた人がいる 65 

身近な人から相談を受けたことがある 40 

身近に当事者はいないが、暴力についてうわさを聞いたことがある 99 

暴力がテレビや新聞などで問題になっていることを知っている 424 

暴力について見たり聞いたりしたことはない 116 
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ＤＶに係る相談状況 

 総数 

誰にも（どこにも）相談しなかった 32.9%  

家族に相談した 24.1%  

友人・知人に相談した 22.8%  

国や県、市の相談機関・相談員に相談した 8.9%  

警察に連絡・相談した 6.3%  

民間の機関（弁護士等）に相談した 3.8%  

人権擁護委員・人権相談窓口に相談した 1.3%  

医師に相談した 0.0%  

ＤＶに係る相談状況 

 総数 

自分さえ我慢すれば良いと思ったから 18.8% 

相談しても無駄だと思ったから 18.8% 

自分にも悪いところがあると思ったから 15.9% 

相談したことが分かると、仕返しされるなど、もっとひどい

暴力を受けると思ったから 

11.6% 

身体的な暴力ではなかったから（暴言などの精神的暴力や金

銭に係る経済的暴力） 

8.7% 

誰に（どこに）相談したら良いか分からなかったから 8.7% 

世間体が悪いから 5.8% 

そのことについて思い出したくなかったから 5.8% 

その他の理由から 5.8% 

 

婦人相談件数(延べ件数) 

   ＤＶ 離婚 
夫の 

こと 

生活 

困窮 

家庭 

不和 

住居 

問題 
病気 子ども その他 計 

平成 30年度 23 33 23 14 3 3 2 1 20 112 

令和元年度 31 16 10 6 3 2 0 3 3 74 

令和２年度 8 15 5 2 2 0 0 5 2 39 

令和３年度 7 33 4 2 2 0 0 2 8 58 

計 69 97 42 24 10 5 2 11 33 293 

 23.5% 33.1% 14.3% 8.2% 3.4% 1.7% 0.7% 3.8% 11.3% 100.0% 

 

 ② 性的少数者の状況 

項目 件数 

（自分の問題として）ある 21 

（家族や知人など自分に関わりのある人の問題として）ある 56 

ない 529 

無回答 35 

 

  



 
附属資料 

54 

【事業者アンケート調査】 

 

 (1) 募集や採用における、男女の優遇・平等感 

募集や採用における、男女の優遇・平等感については、全ての項目において「男女平

等」と回答した事業者が多かったが、女性より男性を優遇している事業者も一定数存在

していることから、解消に向けた取組が必要です。 

なお、男性を優遇していると答えた上位項目は、「賃金」、「募集や採用」、「昇進」とな

っており、市民アンケートの結果（性別による仕事の内容や待遇の格差）と共通点が見

られます。 

 

募集や採用における、男女の優遇・平等感 

 男性を優遇 男女平等 女性を優遇 不明・無回答 

募集や採用 26.4% 52.8% 10.0% 10.8% 

賃金 28.6% 58.0% 1.7% 11.7% 

昇進 20.8% 65.8% 0.9% 12.6% 

人事考課・評価 11.3% 75.3% 0.9% 12.6% 

人員配置 13.9% 68.0% 7.8% 10.8% 

教育訓練・研修 12.1% 74.9% 1.7% 11.3% 

 

 (2) 女性の管理職が少ない理由 

女性の管理職が少ない理由については、「女性自身が、管理職になることを望んでい

ないことが多い」が高くなっています。 

一方、市民アンケート調査においては、「女性が昇進、昇格しづらい」、「女性を幹部

職員に登用しない」と答えた割合が高く、事業者と女性従業員の認識に相違が見られ

ます。 

女性の管理職が少ない（50％未満）の理由 

・女性自身が、管理職になることを望んでいないことが多い 18.9％ 

・その職に就くための基準（在籍年数など）を満たしていない 13.5％ 

・管理能力の面で、必要な知識や判断力を有する適任者がいない(少ない) 12.8％ 

・業務内容が、女性には任せられない、あるいは向いていない 10.1％ 

・女性には家庭での責任があるので、長時間の労働を要求できない 8.8％ 

   ※ その他：女性従業員がいない 12.8％（19社） 

 

 (3) 女性の活躍推進に向けた課題点 

女性の活躍推進に向けた課題点としては、「担当できる仕事が限られている」のほか、

「家庭生活との両立が難しい」、「出産や育児で長期休業したときの代替要員の確保が

困難」と答えた事業者の割合が高くなっています。 
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女性の活躍推進に向けた課題点 

・女性が担当できる仕事が限られている 38.5% 

・家事・子育て・介護など、家庭生活との両立が難しい 26.4% 

・出産や育児で長期休業したときの代替要員の確保が困難である 22.9% 

・時間外労働・交替勤務・深夜労働などをさせにくい 20.3% 

・女性自身の意識改革が不十分である 17.7% 

・女性の人材が不足している 17.7% 

 

(4) 育児休業・介護休業制度 

① 育児休業・介護休業制度について、ほぼ全ての女性従業員が、産前・産後休暇を取

得していますが、男性従業員の配偶者の出産に伴う休暇の取得は、半数以下にとど

まっています。 

育児休業の取得率を比較すると、女性従業員は 81.1％、男性従業員は 5.8％とな

っており、75.3ポイントの大きな差があることに加え、女性従業員の多くが６か月

以上の育児休業期間を取得するのに対し、男性従業員の取得は６か月未満が多くな

っています。 

また、約半数の事業者が、育児や介護を行う従業員への支援を行っていない状況

です。 

育児・介護休業制度活用の課題は、「代行要員の確保及び費用」と「周囲の従業員

の業務負担増」と答えた事業者の割合が高くなっています。 

 

 

 



 
附属資料 

56 

 

子どもを育てながら働いている 

従業員への特別な配慮 
 

家族の介護をしながら働いている 

従業員への特別な配慮 

・特に何も行っていない 43.3%  ・特に何も行っていない 51.1% 

・育児休業制度 33.8%  ・介護休業制度 24.2% 

・産前・産後休業制度 32.9%  ・勤務時間短縮、時差出勤 24.2% 

・勤務時間短縮・時差出勤 29.4%  ・時間外労働軽減・免除 17.3% 

・時間外労働軽減・免除 23.4%  ・家族看護休暇制度 8.2% 

 

育児・介護休業制度活用に向けた課題（複数回答） 

・休業期間中の代行要員の確保及び費用 44.8% 

・休業者の周囲の従業員に対する業務負担の増大 44.8% 

・休業者の復職時の受入態勢の整備 11.8% 

・特に問題はない 34.4% 

 

② 出産・育児・介護を理由として退職した従業員は、全て女性従業員となっており、

出産・育児・介護が女性の職業・キャリア形成に影響を与えていると考えられます。 

また、「職場への復職制度」については、約７割の事業者が制度化に至っていませ

ん。 

 

 

結婚・出産・育児・介護などで退職した女性従業員の再就職雇用制度 

再就職雇用制度はなく、今後も未定 68.0% 

再就職雇用の制度を設けている【慣習として実施】 13.9% 

再就職雇用の制度を設けている【明文化している】 10.0% 

就職雇用制度はないが、今後、導入する 1.7% 
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(4) ワーク・ライフ・バランス 

 ① 仕事と家庭・社会活動の両立を可能とするために必要だと思うことについては、「保

育サービスや介護サービスを充実させる」、「子育てや介護でいったん仕事を辞めた人

の再就職を社会全体で支援する」が高くなっていますが、約３割の事業者が「特にな

い」と回答しています。 

 

     仕事と家庭・社会活動の両立を可能とするために必要だと思うこと 

・保育サービスや介護サービスを充実させる 33.8% 

・子育てや介護でいったん仕事を辞めた人の再就職を社会全体で支援する 32.0% 

・特にない 29.4% 

・労働時間の短縮や在宅勤務の普及など男女ともに働き方の見直しを進める 25.5% 

・ひとり親家庭の就業や生活自立を社会全体で支援する 23.4% 

・男性の家事、育児、介護への参画を促進する 20.8% 

 

② ワーク・ライフ・バランスを推進することのプラスの効果として考えられるものにつ

いて、「従業員の定着につながる」、「従業員の仕事への意欲が向上する」と答えた事業者

の割合が高かくなっていますが、約３割の事業者が「特にない」と回答しています。 

 

ワーク･ライフ･バランスに取り組むメリット 

・従業員の定着につながる 45.5% 

・従業員の仕事への意欲が向上する 41.6% 

・特にない 29.0% 

・業務を見直し、生産性が向上する 26.4% 

・従業員の能力を生かすことができる 20.3% 

・企業のイメージが向上する 18.2% 

・優秀な人材を採用できる 14.3% 
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【関係資料の調査】 

 

 (1) 人口減少と男女共同参画の関係 

① 本市の 10～20代の人口に対する転出超過者数の割合は、男性より女性が高くなっ

ています。 

     また、高校卒業後の状況については、「進学」が 7割を超えており、男性より女性

の割合が高くなっています。 

 

転出超過者数の割合 

令和２年度 男性 女性  令和３年度 男性 女性 

国 0.92％ 1.14％  国 0.89％ 1.07％ 

岩手県 1.55％ 2.06％  岩手県 1.43％ 2.16％ 

大船渡市 3.60％ 5.43％  大船渡市 2.45％ 6.33％ 

 

高等学校卒業後の状況 

 計 ％ 男性 ％ 女性 ％ 

総数 318 100.0 152 100.0 166 100.0 

進学 235 73.9 100 65.8 135 81.3 

就職 83 26.1 52 34.2 31 18.7 

 

② 東京圏に進学・就職した理由 

人口の社会減と女性の定着に関する意識調査（公益財団法人東北活性化研究セン

ター）によると、高校卒業後に東京圏に進学した理由は「希望する進学先がその場

所にあった」が 7 割超を占めており、進学した時点で半数超は地元に戻ることを選

択肢に入れていません。 

また、東京圏に就職した理由については、「希望する就職先があった」が半数超で

あり、地元での就業を希望しても、希望する職種の女性枠がなければ、結果として

女性枠求人数の多い東京圏に就職することとなります。 

東京圏を選んだ理由としては、「夢や、やりたい仕事の実現機会が数多くある」が

上位となっており、東京圏居住層の 7 割は今の暮らしに満足してるとの結果が出て

います。 

 

③ 地方から転出する理由 

地方から転出する一番の理由は、「やりたい仕事・やりがいのある仕事がない」と

なっていますが、「地方では自分らしさや個性を自由に表現しづらい」、「シニア男性
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が支配する旧態然とした社会」、「家事や育児は女性がするものという古い考え方」、

「女性に対する偏見や差別意識」といった、性別による役割分担意識を理由とする

ものがあります。 

地方から転出する理由 

やりたい仕事、やりがいのある仕事が地方では見つからない 58.9% 

東京（首都圏）に比べて年収が少ない 56.1% 

若者が楽しめる場所や施設が少ない 53.5% 

刺激が少ないなど、地方の生活は退屈な印象がある 44.8% 

公共交通機関などのサービスが劣る 43.4% 

地方社会は狭く、閉塞感を感じる 33.7% 

煩わしい人間関係から離れたい  29.3% 

親や親せきの支配から逃れたい 27.6% 

地方では自分らしさや個性を自由に表現しづらい 27.2% 

男女問わず若者が少ない（出会いが少ない） 26.2% 

地方はこれからますます衰退し、将来性がない 17.7% 

シニア男性が支配する旧態然とした社会 15.8% 

家事や育児は女性がするものという古い考え方がある 15.6% 

男性の仕事、女性の仕事が明確に線引きされてしまっている 13.5% 

女性に対する偏見や差別意識が残っている 12.9% 

 

④ 地方へ求めているもの 

地方に対しては、「正社員として長く働き続けられる企業」、「女性にとって多様な

雇用先・職場」など職場の創出のほか、「地方社会に残る因習や時代に合わない価値

観」、「不合理なタブーを無くす」、「男性管理職中心社会からの脱却」など、性別に

よる役割分担意識の解消を求めています。 

 

地方へ求めているもの 

若い女性たちが正社員として長く働き続けられる企業を増やす 60.6% 

女性にとって多様な雇用先・職場を多く創出する 55.6% 

公共交通機関などのサービスを充実させる 44.1% 

地方の閉塞感や退屈なイメージを払拭するような取り組みをする 42.0% 

ライフデザインのダイバーシティを徹底して追及する 29.3% 

地方社会に残る因習や時代に合わない価値観、不合理なタブーを無くしていく 27.9% 

若い女性たちにとって、よきロールモデルとなりうる魅力的な人材を呼び込む 25.0% 

男性管理職中心社会（男性感覚街づくり社会）からの脱却を図る 23.6% 
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⑤ 地方に居住する条件 

地方への居住条件としては、仕事に関することはもとより、「家事や育児は女性の

ものだ、という性別役割分担意識を捨てる」、「結婚したら男性の親と同居して当然

という考え方を捨てる」、「結婚したら女性が仕事の融通をつけるという考え方を捨

てる」など、性別による役割分担意識の解消を求めています。 

 

地方に居住する条件 

出産・育児のしやすさ、支援する体制を用意する 61.9% 

若い女性たちが正社員として長く働き続けられる企業を増やす 58.5% 

女性にとって多様な雇用先・職場を多く創出する 56.4% 

地方に足りていない要素（文化・娯楽など）を高めワクワク感を演出する 51.1% 

結婚したら男性の親と同居して当然という考え方を捨てる 37.7% 

結婚したら女性が仕事の融通をつける（男性の仕事にあわせる）という考え方を捨てる 37.3% 

家事や育児は女性のものだ、という性別役割分担意識を捨てる 33.8% 

 

⑥ 事業者アンケートにおける、女性の活躍推進に向けた課題点として、女性の担当

業務が限定的であることや、女性が家事・子育て・介護を行うことを前提する役割

分担意識が課題として挙げられており、若い女性が地方へ求めるもの・居住する条

件と一致する部分があります。 

 

女性の活躍推進に向けた課題点 

女性が担当できる仕事が限られている 38.5% 

家事・子育て・介護など、家庭生活との両立が難しい 26.4% 

出産や育児で長期休業したときの代替要員の確保が困難である 22.9% 

時間外労働・交替勤務・深夜労働などをさせにくい 20.3% 

女性自身の意識改革が不十分である 17.7% 

女性の人材が不足している 17.7% 

 

 

 

  



 
附属資料 

61 

 

男女共同参画行政の主な歩み【岩手県・大船渡市】 
年 岩手県 大船渡市 

1977 年（S52） 婦人対策懇談会設置  

1978 年（S53） 「岩手の婦人対策の方向」策定  

1982 年（S57） 岩手婦人の船洋上研修開始 

県単独婦人海外研修開始 

 

1984 年（S59）  大船渡市婦人懇談会設置 

1988 年（S63） 「新岩手の婦人対策の方向」策定  

1989 年（H 元） 「いわて女と男のさわやかフォーラム」開催  

1992 年（H4） 「いわて女性さわやかプラン」策定  

1995 年（H7）  女性政策推進室設置 

大船渡市女性懇談会設置(婦人懇談会から改称） 

「男女共同参画社会を考えるフォーラム」開催 

「国の男女共同参画審議会委員との意見交換会」開催 

「女性政策に関する意識調査」実施 

1996 年（H8）  「全国男女共同参画宣言都市サミット」開催 

1997 年（H9） 情報紙「join」創刊 「さわやか地域フォーラム’97」開催 

1998 年（H10） 「男女が共に支える社会に関する意識調査」実施 「大船渡市女性行動計画」策定 

「大船渡女性議会」開催 

1999 年（H11）  情報紙「いきいき通信」創刊 

2000 年（H12） 「いわて男女共同参画プラン」策定 「お茶の間懇談会」開催 

2001 年（H13）  「男女共同参画 2001年プラン講演会」開催 

2002 年（H14） 「岩手県男女共同参画推進条例」制定 

「岩手県男女共同参画推進審議会」設置 

 

「大船渡市男女共同参画推進条例」制定 

男女共同参画室設置 

大船渡市男女共同参画審議会設置 

「男女共同参画社会に関する意識調査」実施 

2003 年（H15） 「男女共同参画に関する実態調査」実施 「大船渡市男女共同参画行動計画」策定 

（計画期間：平成 15～19年度） 

2004 年(H16) 「男女が共に支える社会に関する意識調査」実施  

2005 年(H17) 「いわて男女共同参画プラン（改訂版）」策定 

「いわて配偶者暴力防止対策推進計画」策定 

 

2006 年（H18） 「男女共同参画センター」開設 

県内広域振興局等保健福祉環境部及び男女共同参画

センターを配偶者暴力相談支援センターに指定 

「男女共同参画社会に関する意識調査」実施 

2008 年（H20）  「第２次大船渡市男女共同参画行動計画」策定 

（計画期間：平成 20～24年度） 

2009 年（H21） 「男女が共に支える社会に関する意識調査」実施  

2010 年（H22）  「全国男女共同参画宣言都市サミット」開催 

2011 年（H23） 「いわて男女共同参画プラン」策定  

2012 年（H24）  「男女共同参画社会に関する意識調査」実施 

2013 年（H25）  「第３次大船渡市男女共同参画行動計画」策定 

（計画期間：平成 25～29年度） 

2014 年（H26） 「若者女性協働推進室」設置 

「いわて女性の活躍促進連携会議」設立 

 

2015 年（H27） 「第３回防災世界会議」にて、「東日本大震災津波を教訓

とした防災・復興に関する岩手県からの提言」を発信 

「男女が共に支える社会に関する意識調査」実施 

 

2016 年（H28） 「いわて男女共同参画プラン」改訂  

2017 年（H29）  「男女共同参画社会に関する意識調査」実施 

2018 年（H30） 「男女が共に支える社会に関する意識調査」実施 「第４次大船渡市男女共同参画行動計画」策定 

（計画期間：平成 30～令和４年度） 

2021 年（R3） 「いわて男女共同参画プラン」改訂 

「男女が共に支える社会に関する意識調査」実施 

 

2022 年（R4）  「男女共同参画社会に関する市民・事業者アンケート調査」

実施 

2023 年（R5）  「第５次大船渡市男女共同参画行動計画」策定 

（計画期間：令和５～９年度） 
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第５次大船渡市男女共同参画行動計画の策定経過 

年 月 日 経      過 内     容 

令和４年３月１日 
令和３年度 

第２回男女共同参画室幹事会 

第５次計画の策定について（体制やスケジュール、

各種アンケートの実施など） 

令和４年３月17日 
令和３年度 

第２回男女共同参画審議会 

第５次計画の策定について（体制やスケジュール、

各種アンケートの実施など） 

令和４年４月13日 
第５次男女共同参画行動計画庁内

策定委員会設置 
 

令和４年４月13日 
男女共同参画社会に関する事業者

アンケート調査 
市内事業者 1,000社 

令和４年４月14日 
男女共同参画社会に関する市民ア

ンケート調査 

郵送調査：市内在住 15歳以上の市民 1,000人 

インターネット調査：市内在住 15歳以上の市民 

令和４年４月21日 大船渡市議会月例会議 
第５次計画の策定について（体制やスケジュール、

各種アンケートの実施など） 

令和４年５月13日 
第５次男女共同参画行動計画策定

ワーキング・グループ会議設置 

男女共同参画室次長以下、関係課の課長補佐など 26

人で構成 

令和４年５月18日 
第１回第５次男女共同参画行動計

画庁内策定委員会 

第５次計画の策定について（体制やスケジュール、

各種アンケート調査結果など） 

令和４年５月27日 
令和４年度 

第１回男女共同参画審議会 

第５次計画の策定について（第４次計画の実績、各

種アンケート調査結果など） 

令和４年７月12日 第１回ワーキング・グループ会議 
第５次計画の素案策定及び登載する事業案などの

検討について 
令和４年７月26日 第２回ワーキング・グループ会議 

令和４年８月９日 
第２回第５次男女共同参画行動計

画庁内策定委員会 
第５次計画の素案について 

令和４年８月31日 
令和４年度 

第２回男女共同参画審議会 

市長から男女共同参画審議会へ、第５次大船渡市男

女共同参画行動計画の策定について諮問 

第５次計画の素案（施策体系の比較など）について 

令和４年10月４日 第３回ワーキング・グループ会議 
第５次計画案について（具体的取組及び目標指標の

検討など） 

令和４年10月14日 
第３回第５次男女共同参画行動計

画庁内策定委員会 

第５次計画案について（具体的取組及び目標指標の

検討など） 

令和４年10月25日 
令和４年度 

第３回男女共同参画審議会 

第５次計画案について（具体的取組及び目標指標の

検討など） 

令和４年11月４日 市議会全員協議会 第５次計画案について 

令和４年11月21日 パブリックコメント 
第５次計画案について、市ホームページと市役所窓

口において市民からの意見募集 

令和４年11月29日 グループインタビュ― 
第５次計画案について、子育て世代及び若年層の意

見を把握 

令和５年１月 日 
男女共同参画審議会から計画案を

市長へ答申 

第５次計画の策定に当たり、審議会で審議した最終

計画案を提出 

令和５年１月 日 第５次男女共同参画行動計画策定 
 

 

令和５年２月 日 市議会へ策定報告 
第５次大船渡市男女共同参画行動計画の策定につ

いて 
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大船渡市男女共同参画審議会委員名簿 

                                  19人(50音順) 

 委員氏名（敬称略） 所属団体・役職等 

１ 石 橋 厚 子 社会福祉法人大船渡市社会福祉協議会 

２ 石 橋 順 子 大船渡市婦人相談員 

３ 及 川 由里子 公募 

４ 柏 﨑 久 美 吉浜漁業協同組合女性部 

５ 菊 池 和 広 大船渡労働基準監督署 

６ 佐々木   晋 大船渡商工会議所 

７ 佐 藤 幾 子 大船渡市農業協同組合女性部 

８ 佐 藤 雅 子 大船渡保健所 

９ 白木澤 京 子 子育てサークルきっぴんきっず 

10 菅 原 圭 一 人権擁護委員 

11 瀧 澤 ひろ子 
いわて男女共同参画サポーター 
（おおふなと男女共同参画「うみねこの会」） 

12 千 葉 和 子 大船渡市地域婦人団体連絡協議会 

13 新 沼   聖 大船渡商工会議所（市内事業者） 

14 沼 田 京 子 公募 

15 船 砥 孝 子 大船渡商工会議所女性会 

16 古 澤 弥代子 公募 

17 前 野 浩 哉 大船渡市地区公民館連絡協議会 

18 森 田 裕 子 大船渡市社会教育委員 

19 横 澤 則 子 
いわて女性活躍推進員 
（岩手県環境生活部若者女性協働推進室） 

 

  



 
附属資料 

64 

 

大船渡市男女共同参画推進条例 

平成 14年２月 27日 

条例第１号 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第８条） 

第２章 男女共同参画推進に関する基本的施策（第９条―第 19条） 

第３章 大船渡市男女共同参画審議会（第 20条―第 26条） 

第４章 雑則（第 27条） 

附則 

男女は、人として平等な存在であり、互いに人権を尊重し、男女共同参画社会を実現する

ことは、私たちの願いである。 

これまでも国内の動向と協調しつつ、男女共同参画の施策を積極的に展開してきたが、今

なお性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく社会慣行が依然として根強く存在して

いる。 

21世紀を迎え、少子・高齢化、国際化の進展をはじめとする社会経済情勢の急速な変化に

的確に対応し、真に調和のとれた活力のある地域社会を築いていくためには、男女が個性と

能力を十分に発揮し、あらゆる分野に対等に参画できる男女共同参画社会の実現が重要であ

る。 

ここに、私たちは男女共同参画社会の実現を目指すことを決意し、男女共同参画推進につ

いての基本理念を明らかにするとともに、市民、事業者及び公共的団体が一体となって、男

女共同参画を総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民、事業者及び公

共的団体の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる

事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参

画社会の実現を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあら

ゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、

社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。 
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⑵ 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲

内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画は、次に掲げる基本理念にのっとり、その推進が図られなければなら

ない。 

⑴ 男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が直接的

であるか間接的であるかを問わず性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人

として能力を発揮する機会が確保されること、配偶者その他の男女間における暴力が根

絶されることその他の男女の人権が尊重されることを基本として、行われなければなら

ない。 

⑵ 男女共同参画の推進に当たっては、性別による固定的な役割分担等に基づく社会にお

ける制度又は慣行が男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことの

ないよう配慮されなければならない。 

⑶ 男女共同参画の推進は、市における政策又は事業所及び公共的団体における方針の立

案及び決定に、男女が共同して参画する機会が確保されることを基本として、行われな

ければならない。 

⑷ 男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子

の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動及び職業生活等社会における活動に

対等に参画することができるようにすることを基本として、行われなければならない。 

⑸ 男女共同参画の推進は、国際協調、国際理解及び国際交流の促進を図ることを基本と

して、行われなければならない。 

（市の責務） 

第４条 市は、男女共同参画の推進を主要な政策として位置付け、前条に掲げる基本理念（以

下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策（積極的改善措置

を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施するものとする。 

２ 市は、男女共同参画の推進に当たり、市民、事業者、公共的団体、国及び他の地方公共団

体と連携して取り組むよう努めるものとする。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野

において男女共同参画の推進に努めるとともに、市が行う男女共同参画の推進に関する施

策に協力するよう努めなければならない。 

（事業者及び公共的団体の責務） 

第６条 事業者及び公共的団体は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、

男女共同参画の推進に努めるとともに、市が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力

するよう努めなければならない。 

（性別による権利侵害の禁止） 
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第７条 何人も、家庭、職場、学校、地域社会等において、性別による差別的な取扱い、男女

間における暴力的行為及びセクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。 

（公衆に表示する情報に関する留意） 

第８条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担及び異性に対

する暴力等を助長し、又は連想させる表現及び過度の性的な表現を行わないよう努めなけ

ればならない。 

第２章 男女共同参画推進に関する基本的施策 

（行動計画） 

第９条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男

女共同参画の推進に関する行動計画（以下「行動計画」という。）を策定するものとする。 

２ 市長は、行動計画を策定するに当たっては、市民、事業者及び公共的団体（以下「市民

等」という。）の意見を反映させるよう努めるとともに、大船渡市男女共同参画審議会の意

見を聴かなければならない。 

３ 市長は、行動計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 

４ 前２項の規定は、行動計画の変更について準用する。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第 10条 市は、あらゆる分野における施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同

参画の推進に配慮するものとする。 

（積極的改善措置） 

第 11条 市は、あらゆる分野における活動において、男女間に参画する機会の格差が生じな

いよう市民等と協力し、積極的改善措置に努めるものとする。 

（家庭生活、職業生活等の両立促進） 

第 12条 市は、男女が共に家庭生活、職業生活等を両立することができるようその支援に努

めるものとする。 

（教育における男女共同参画の促進） 

第 13条 市は、学校教育をはじめとするあらゆる分野の教育において、男女共同参画を促進

するよう努めるものとする。 

（普及啓発） 

第 14条 市は、市民等の男女共同参画についての理解を促進するために必要な広報活動等を

行うよう努めるものとする。 

（市民等の自主的な活動への支援） 

第 15条 市は、市民等が実施する男女共同参画の推進に関する自主的な活動に対し、情報の

提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。 

（推進体制） 

第 16条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に企画し、調整し、及び推進する

ための体制を整備するものとする。 
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（年次報告） 

第 17条 市長は、毎年、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について、公表するも

のとする。 

（苦情及び相談窓口） 

第 18条 市長は、市が実施する男女共同参画推進施策又は男女共同参画の推進を阻害する行

為に関する苦情及び相談を処理するための窓口を置き、関係行政機関と連携を図り、苦情

及び相談の適切な処理に努めるものとする。 

（情報の収集及び分析） 

第 19条 市は、男女共同参画の推進に関する施策の策定及び施策の効果的な推進のため、男

女共同参画に関する情報の収集及び分析を行うものとする。 

第３章 大船渡市男女共同参画審議会 

（設置） 

第 20条 男女共同参画の推進に関する重要事項を調査審議するため、大船渡市男女共同参画

審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第 21条 審議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 第９条に規定する行動計画に関すること。 

⑵ 男女共同参画の推進に関する基本的施策に関すること。 

⑶ その他男女共同参画の推進に関し必要な事項に関すること。 

（組織） 

第 22 条 審議会は、委員 25 人以内をもって組織し、委員は、市民のうちから公募により選

出された者のほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

⑴ 知識経験者 

⑵ 事業者及び公共的団体に属する者 

⑶ その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第 23条 委員の任期は、２年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第 24条 審議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選とする。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

（会議） 

第 25条 審議会は、会長が招集し、議長となる。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 
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３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

４ 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明

を聴くことができる。 

（庶務） 

第 26条 審議会の庶務は、協働まちづくり部において処理する。 

第４章 雑則 

（補則） 

第 27条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

１ この条例は、平成 14年４月１日から施行する。 

２ この条例施行の際現に大船渡市女性懇談会の委員である者は、この条例の施行の日に、

第 22 条の規定により審議会の委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、第 23 条

本文の規定にかかわらず、平成 15年５月 31日までとする。 

附 則（平成 24年９月 25日条例第 27号） 

この条例は、平成 24年 10月１日から施行する。 

附 則（令和２年 12月 18日条例第 40号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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男女共同参画社会基本法 

平成 11年 6月 23日 

法律第 78号 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条―第十二条） 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第十三条―第二十条） 

第三章 男女共同参画会議（第二十一条―第二十八条） 

附則 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現

に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、

なお一層の努力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に

対応していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわ

りなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な

課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定す

る最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の推進を図っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将

来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的か

つ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊か

で活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基

本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参

画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって

社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治
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的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき

社会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲

内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が

性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保さ

れることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による

固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響

を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることに

かんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影

響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方

公共団体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機

会が確保されることを旨として、行われなければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下

に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役

割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨と

して、行われなければならない。 

（国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有している

ことにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。 

（国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以

下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極

的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国

の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、

及び実施する責務を有する。 

（国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念に
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のっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。 

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制

上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 

（年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようと

する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国

会に提出しなければならない。 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策 

（男女共同参画基本計画） 

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進

を図るため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画

基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ

計画的に推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成

し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参

画基本計画を公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女

共同参画計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町

村の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画

（以下「市町村男女共同参画計画」という。）を定めるように努めなければならない。 
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４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、

又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施

策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければなら

ない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深

めるよう適切な措置を講じなければならない。 

（苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同

参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措

置及び性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって

人権が侵害された場合における被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければなら

ない。 

（調査研究） 

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関す

る調査研究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究

を推進するように努めるものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は

国際機関との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑

な推進を図るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び

民間の団体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提

供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

第三章 男女共同参画会議 

（設置） 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画

社会の形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議するこ

と。 
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三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大

臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及

び政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めると

きは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。 

（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。 

（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任

命する者 

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならな

い。 

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の

総数の十分の四未満であってはならない。 

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。 

（資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政

機関の長に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その

他必要な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定す

る者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

（政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関

し必要な事項は、政令で定める。 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 
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（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）は、廃止する。 

（経過措置） 

第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法（以下「旧審議会設置法」と

いう。）第一条の規定により置かれた男女共同参画審議会は、第二十一条第一項の規定によ

り置かれた審議会となり、同一性をもって存続するものとする。 

２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第一項の規定により任命された男女共同

参画審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第二十三条第一項の規定により、

審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものと

みなされる者の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日における旧審議会設置法第

四条第二項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期間と

同一の期間とする。 

３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第一項の規定により定められた男女共同

参画審議会の会長である者又は同条第三項の規定により指名された委員である者は、それ

ぞれ、この法律の施行の日に、第二十四条第一項の規定により審議会の会長として定めら

れ、又は同条第三項の規定により審議会の会長の職務を代理する委員として指名されたも

のとみなす。 

（総理府設置法の一部改正） 

第四条 総理府設置法（昭和二十四年法律第百二十七号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 〔略〕 

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三

十条の規定 公布の日 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会

長、委員その他の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、委員

その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。 

一～十 〔略〕 

十一 男女共同参画審議会 

十二～五十八 〔略〕 

（別に定める経過措置） 

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経
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過措置は、別に法律で定める。 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。〔後

略〕 
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岩手県男女共同参画推進条例 

平成 14年 10月９日 

条例第 61号 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条―第８条） 

 第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策（第９条―第２２条） 

 第３章 岩手県男女共同参画審議会（第２３条―第３１条） 

第４章 雑則（第３２条） 

 附則 

個人の尊重と法の下の平等は、日本国憲法にうたわれており、国においては、男女平等の

実現に向けた取組が、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約を軸とした国際

的な取組と連動しつつ、着実に進められてきた。本県においても、国際社会や国内の動向を

踏まえた様々な取組がなされてきた。 

 しかしながら、依然として、性別によって役割分担を固定的にとらえる意識やこれに基づ

いた社会における制度又は慣行が存在し、男女平等の実現に多くの課題が残されている。 

 一方、少子高齢化の進展等社会経済情勢の急激な変化に的確に対応していく上で、男女が

性別にかかわりなく、その個性と能力が十分に発揮でき、もって男女が喜びと責任を分かち

合う男女共同参画社会の実現が強く求められている。 

 このような状況の中で、男女共同参画社会基本法において、男女共同参画社会の実現が２

１世紀の我が国社会を決定する最重要課題として位置付けられたことを踏まえ、本県におい

ても、男女共同参画社会の実現を目指し、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分

野において、県、県民、事業者及び市町村が協働し、不断の努力を重ねて、男女共同参画社会

の形成のため男女共同参画を推進し、すべての県民の日常生活の中に男女共同参画の定着を

図ることが必要である。 

 ここに私たちは、男女共同参画社会の実現を図ることを決意し、男女が共に輝く心豊かな

社会を創造していくため、この条例を制定する。 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、県、県民及び事業者の

責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定め

ることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ
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る。 

⑴ 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあら

ゆる分野における活動に参画する機会が確保されることにより、男女が均等に政治的、

経済的、社会的及び文化的利益を享受し、かつ、共に責任を担うことをいう。 

⑵ 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲

内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

 （基本理念） 

第３条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 

 ⑴ 男女の個人としての尊厳が重んぜられ、直接的なものであると間接的なものであると

を問わず、性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が社会のあらゆる分野におい

て個人としての能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重される

こと。 

 ⑵ 社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社

会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮さ

れること。 

 ⑶ 男女が社会の対等な構成員として、県における政策又は民間の団体における方針の立

案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。 

 ⑷ 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その

他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、家

庭以外の職場、学校、地域その他の社会の分野における活動を行うことができるように

すること。 

 ⑸ 男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんが

み、国際社会の動向を勘案して行われること。 

 ⑹ 男女が互いの性について理解を深めることにより、生涯にわたり健康な生活を営むこ

とができること及び生殖に関する事項に関し双方の意思が尊重されること。 

 ⑺ 配偶者間その他の男女間における暴力的行為（精神的に著しく苦痛を与える行為を含

む。以下同じ。）を根絶するよう積極的な対応がなされること。 

 （県の責務） 

第４条 県は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同

参画の推進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実

施するものとする。 

２ 県は、男女共同参画の推進に関する施策の実施に当たっては、県民、事業者、市町村及

び国との連携を図りながら自ら率先して取り組むものとする。 

 （県民の責務） 

第５条 県民は、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念に

のっとり、男女共同参画の推進に努めなければならない。 
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２ 県民は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければな

らない。 

 （事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その雇用する男女について、雇用上の均等な機会

及び待遇を確保するとともに、職業生活における活動と家庭生活における活動とを両立さ

せることができるよう就労環境の整備に努めなければならない。 

２ 事業者は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければ

ならない。 

（性別による人権侵害の禁止） 

第７条 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる場において、性別による差

別的取扱い、男女間における暴力的行為又はセクシュアル・ハラスメント（性的な言動に

より相手方の生活環境を害し、又は性的な言動に対する相手方の対応によってその者に不

利益を与えることをいう。）を行ってはならない。 

 （公衆に表示する情報に関する留意） 

第８条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による役割分担の固定化又は男女間に

おける暴力的行為を助長し、又は連想させる表現及び男女共同参画の推進を阻害するおそ

れのある過度の性的な表現を用いないよう努めなければならない。 

  第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策 

 （男女共同参画計画） 

第９条 知事は、男女共同参画社会基本法（平成１１年法律第７８号。以下「法」という。）

第１４条第１項に規定する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的

な計画（以下「男女共同参画計画」という。）を定めるに当たっては、男女共同参画の推進

に関する施策の総合的かつ計画的な実施を図るため、次に掲げる事項について定めるもの

とする。 

⑴ 男女共同参画の推進に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の方向 

⑵ 前号に定める事項に基づき実施すべき具体的な男女共同参画の推進に関する施策 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に

実施するために必要な事項 

２ 知事は、男女共同参画計画を定めるに当たっては、県民の意見を反映することができる

よう必要な措置を講ずるとともに、岩手県男女共同参画審議会の意見を聴かなければなら

ない。 

３ 前項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第 10条 県は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及びこれを

実施するに当たっては、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。 

 （附属機関等における積極的改善措置） 
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第 11条 県は、その設置する附属機関その他これに準ずるものの委員その他の構成員の任命

又は委嘱に当たっては、積極的改善措置を講ずることにより、男女の構成員の数の均衡を

図るよう努めるものとする。 

 （県民及び事業者の理解を深めるための措置） 

第 12条 県は、広報活動等を通じて、県民及び事業者の男女共同参画に関する理解を深める

ため必要な措置を講ずるものとする。 

（男女共同参画推進月間） 

第 13条 県は、男女共同参画の推進について、県民、事業者及び市町村の関心と理解を深め

るとともに、男女共同参画の推進に関する活動が積極的に行われるようにするため、男女

共同参画推進月間を設けるものとする。 

２ 男女共同参画推進月間は、毎年６月とする。 

 （教育及び学習の推進） 

第 14条 県は、学校教育、社会教育その他の教育及び県民の学習の場において男女共同参画

に関する教育及び学習の推進について必要な措置を講ずるものとする。 

（農林水産業、商工業等のうち自営業における環境整備の推進） 

第 15条 県は、農林水産業、商工業等のうち個人事業主及びその家族等により営まれている

事業に従事する男女が、経営における役割について適正な評価を受け、社会の対等な構成員

として、自らの意思によって経営及びこれに関連する活動に共同して参画する機会を確保さ

れ、並びに当該経営に関する活動と家庭生活における活動とを両立させることができるよう、

必要な環境整備を推進するものとする。 

 （苦情及び相談の処理） 

第 16条 知事は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策若しくは男女共同参画の推

進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情又は男女共同参画の推進を阻害する要

因によって人権が侵害された事案に関する相談について、県民又は事業者からの申出を適

切かつ迅速に処理するための委員（以下この条において「委員」という。）を置くものとす

る。 

２ 県民又は事業者は、委員に、前項の苦情又は相談の申出を行うことができる。 

３ 委員は、前項の規定に基づき苦情の申出があった場合において、必要に応じて、第１項

に規定する施策を行う県の機関に対し、説明等を求め、必要があると認めるときは、是正

その他の措置を講ずるよう助言、指導又は勧告を行うものとする。 

４ 委員は、第２項の規定に基づき相談の申出があった場合において、必要に応じて、第１

項に規定する人権が侵害された事案に係る関係者に対し、その協力を得た上で説明等を求

め、必要があると認めるときは、助言、是正の要望等を行うものとする。 

 （調査研究） 

第 17条 県は、男女共同参画の推進に関する施策の策定及び実施に必要な調査研究を行うも

のとする。 



 
附属資料 

80 

（市町村に対する支援） 

第 18条 県は、市町村が行う法第１４条第３項の市町村男女共同参画計画その他の男女共同

参画の推進に関する基本的な計画の策定及び市町村が実施する男女共同参画の推進に関す

る施策を支援するため、情報の提供、技術的な助言その他の必要な措置を講ずるよう努め

るものとする。 

 （民間の団体との連携及び協働等） 

第 19条 県は、男女共同参画を推進するため、特定非営利活動法人（特定非営利活動促進法

（平成１０年法律第７号）第２条第２項の特定非営利活動法人をいう。以下同じ。）その他

の民間の団体との連携及び協働に努めるものとする。 

２ 県は、特定非営利活動法人その他の民間の団体が行う男女共同参画の推進に関する活動

を促進するとともに、これらの活動の支援に努めるものとする。 

（拠点となる機能の整備） 

第 20条 県は、男女共同参画の推進に関する施策を実施し、県民、事業者及び市町村による

男女共同参画の推進に関する取組を支援するための総合的な拠点となる機能の整備に努め

るものとする。 

 （推進体制の整備等） 

第 21条 県は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するため、推進体制を整備するとと

もに、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 （年次報告） 

第 22条 知事は、毎年、男女共同参画の推進の状況及び男女共同参画の推進に関する施策の

状況を明らかにする報告書を作成し、これを公表しなければならない。 

第３章 岩手県男女共同参画審議会 

（設置） 

第 23条 男女共同参画の推進に関する重要事項を調査審議させるため、知事の諮問機関とし

て岩手県男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、男女共同参画の推進に関する重要事項又は男女共同参画の推進に影響を及ぼ

すと認められる重要事項について、必要があると認めるときは、知事に意見を述べること

ができる。 

 （所掌） 

第 24条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。 

 ⑴ 男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施策に関すること。 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進

に影響を及ぼすと認められる施策に関すること。 

 （組織） 

第 25条 審議会は、委員２０人以内をもって組織し、委員は、男女共同参画に関し優れた識

見を有する者及び関係行政機関の職員のうちから知事が任命する。 
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２ 前項の場合において、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の１０分の４未満

とならないものとする。ただし、知事がやむを得ない事情があると認める場合は、この限

りでない。 

 （任期） 

第 26条 委員の任期は、２年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

 （会長） 

第 27条 審議会に、会長を置き、委員の互選とする。 

２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がそ

の職務を代理する。 

 （会議） 

第 28条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

 （部会） 

第 29条 審議会は、専門部会を設けることができる。 

２ 専門部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。 

３ 専門部会に属すべき委員は、会長が指名する。 

（庶務） 

第 30条 審議会の庶務は、環境生活部において処理する。 

 （会長への委任） 

第 31条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮

って定める。 

  第４章 雑則 

（補則） 

第 32条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第 16 条の規定は、平成 15 年４月１日か

ら施行する。 

２ この条例の施行の際現に定められている男女共同参画計画は、この条例に規定する手続

により定められた男女共同参画計画とみなす。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


